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第１章 調査の概要 
 
１－１ 背景 

南アフリカ共和国（以下「南ア」）は従来から国内に豊富に存在する石炭による電力開発により

世界的にも廉価で安定的な電力供給を行ってきたが、1994 年の民主化以降、急激な電化率の向上、

2000 年以降の高い経済成長の達成により、近年電力需給の逼迫化が顕著となった。特に 2008 年

１月には大停電が起こり、資源産業をはじめとする同国の主要産業にも大きな打撃を与えたため、

エネルギーの安定供給、省エネ施策の推進は喫緊の国家的な課題となった。 
加えて、南アは今まで豊富で安価な電力を国際送電網を通じて近隣国に融通（輸出）すること

で東南部アフリカ広域の電力の安定供給に寄与してきた経緯はあるものの、近年の電力危機に伴

い、国内への電力供給を優先する傾向にあり、今後の域内電力供給にも懸念が予想されている。 
わが国は2008年５月の第４回アフリカ開発会議（Fourth Tokyo International Conference on African 

Development：TICAD IV）にてアフリカ諸国のインフラ整備への支援を表明したほか、2008 年９

月に気候変動プログラムを開始し、開発途上国への低炭素社会実現へのコミットも行っている。 
また、南アには自動車産業をはじめとして電力を消費する日系企業が多数進出しているほか、

省エネ電力設備の納入を目指す日系企業も多いことから、同国の省エネの推進、電力の安定供給

の推進は日系企業の投資環境改善及び競争力強化にも資するものとして注目されている。 
以上の背景から JICA は 2008 年度「プロジェクト研究：エネルギー効率改善にかかる基礎研究」

を実施し、南アにおけるエネルギー多消費産業のエネルギー供給構造の分析を行い、南アにおけ

る包括的なエネルギー効率改善策について検討を行った。 
 
１－２ 調査の目的 

本協力準備調査は、同プロジェクト研究の現地調査結果にて明らかとなった協力ニーズに基づ

き、エネルギー効率改善に向けた協力プログラムの形成について、先方と協議し、中長期的な協

力の方向性について合意を得つつ、協力プログラムにおいて、優先的に実施される候補プロジェ

クト（群）について、2010 年度の要望調査に向けた案件形成促進を行うことを目的に実施する。 
現時点で想定されるプログラムのイメージ及び候補プロジェクトの優先順位については以下の

とおりである。 
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上位目標
・逼迫した同国の電力需給を改善し電力の安定供給
に貢献する
・アフリカ最大のCO2排出国である同国のエネル
ギー効率を改善することにより同国の気候変動対策
に貢献する
・電力インフラの整備により進出（予定）日系企業
の競争力強化、投資環境の改善に貢献する

開発課題1
・都市部を中心とした高い配電ロ
ス率

開発課題2
・エネルギー多様化に向けた各種
方策の欠如

開発課題3
・電力を中心としたエネルギーの
浪費

開発課題4
・発電設備の老朽化による発電効
率の低下

協力プロジェクト案
・都市部配電網改修事業
・都市部配電公社効率化支援

協力プロジェクト案
・エネルギー（電力）開発計画
　マスタープラン策定支援

協力プロジェクト案
・省エネ施策マスタープラン策定
　支援

協力プロジェクト案
・（高効率）発電設備建設/改修
　事業

目標期間
2010年～2014年

 
図１－１ 南アエネルギー効率改善プログラム（案） 

 
協力プロジェクト
候補

課題 現状と背景 スキーム 優先順位/実施可能性

1 都市部配電網改修 円借款 △

2
都市部配電公社効
率化支援

技プロ △

3

エネルギー（電
力）開発計画マス
タープラン策定支
援

エネルギー多様化
に向けた各種方策
の欠如

同国のエネルギーは国内に豊富に存在する廉価な石炭を燃
源とした電力に依拠してきたが、今後も増大が見込まれる
電力需要、国民生活の多様化や産業の高度化による負荷曲
線の変容により電力燃源の多様化が求められるほか、エネ
ルギー安全保障や気候変動の観点からも多様なエネルギー
源の確保が求められている。にもかかわわず、多様化を進
めるためのイニシアティブが欠如しているため、未だ安価
な石炭への依存から脱却できない。

開発計画型技プロ ○

4
省エネ施策マス
タープラン策定支
援

開発計画型技プロ ○

5
エネルギー管理士
制度導入

セミナー専門家派遣 ○

6
（高効率）発電設
備改修

発電設備の老朽化
による発電効率の
低下

今後電力需要が増加することが確実視される中で、既存設
備の更新、新設設備建設のために総額2兆円強の設備投資が
求められている。電力公社Eskomが設備増強のための同費用
を今後電力料金の値上げによる利益を原資として積み立て
る予定であるが、金融危機等の影響もあり、計画通りに進
展していない。

円借款 △

電力を中心とした
エネルギーの浪費

3項同様、国内の石炭による安価な電力に民生、産業分野と
も依拠してきたため、エネルギーの浪費が顕著。2008年初
頭に大規模停電に直面し、また今後電力公社Eskomの設備増
強費用確保のための電力料金の値上げが予定され、政府に
よる省エネの推進が各セクターに課されているが、具体的
な施策、実施プランが欠如しており、省エネに携わる人材
も育っていない。

○：優先度が高く来年度早期に実施が検討されるべき案件
△：協力ニーズは高いものの、案件形成にあたっては引き続き関係者間での調整が必要な案件

都市部を中心とし
た高い配電ロス率

都市人口急増に伴う需要の逼迫、設備の老朽化による配電
効率の低下が顕在化。加えて、盗電の影響や料金回収率の
低下などのノンテクニカルロスなども問題となり、現在、
高い配電ロス率（約12％）を記録している。

 
図１－２ 南アエネルギー効率改善プログラム プロジェクト候補リスト（案） 
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１－３ 調査団員 

氏名（Name） 分野（Job title） 所属（Organization） 
派遣期間（Period）
（Arr. – Dep.） 

千原 大海 
Chihara Hiromi 

総括 
Team Leader 

JICA 国際協力専門員 
Group Leader, JICA 

7 月 12～23 日，

2009 年 

実川 幸司 
Jitsukawa Koji 

調査企画 
Study Planning  

JICA 産業開発部電力・エ

ネルギー課 
Staff, JICA 

7 月 12～23 日，

2009 年 

鈴木 健雄 
Suzuki Takeo 

エネルギー需給計画 
Energy Balance Planning 

役務コンサルタント 
Consultant 
（エネルギー経済 
研究所）

7 月 12～23 日，

2009 年 

松田 康治 
Matsuda Yasuharu 

電力開発計画 
Power Development Planning

役務コンサルタント 
Consultant 
（ニュージェック） 

7 月 12～23 日，

2009 年 

 
１－４ 調査日程（2009 年７月 12～23 日） 

N0. Date Activities（AM） Activities（PM） Stay 

１ ７／12（Sun）  成田→シンガポール  

２ ７／13（Mon） ヨハネスブルグ着 
JICA 事務所打ち合わせ 

 
大使館協議 

プレトリア 

３ ７／14（Tue） 科学技術省協議 団内協議 プレトリア 

４ ７／15（Wed） Eskom DSM 部局協議 Eskom Lethabo 石炭火力発

電所視察 
プレトリア 

５ ７／16（Thu） エネルギー省 
クリーンエネルギー局協

議 

NBI 協議 
通産省インフラ局協議 

プレトリア 

６ ７／17（Fri） 外務省協議 エネルギー省クリーンエネ

ルギー局／計画局協議 
科学技術省水素エネルギー

局協議 

プレトリア 

７ ７／18（Sat） 資料整理  プレトリア 

８ ７／19（Sun） 資料整理  プレトリア 

９ ７／20（Mon） 財務省協議 
エネルギー省付コンサル

タント協議 

SANERI/NEEA 合同協議 
City Power 協議 

プレトリア 

10 ７／21（Tue） 通産省・エネルギー省・科

学技術省合同 M/M 協議（署

名） 

財務省 M/M 協議（署名） プレトリア 
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 ７／22（Wed） JICA 事務所報告 ヨハネスブルグ→シンガポ

ール 
プレトリア 

 ７／23（Thu） シンガポール着 成田着  

Eskom：南ア電力公社、NBI（National Business Initiative）：国家ビジネス協定、City Power Johannesburg：ヨハネスブルグ市配
電公社、SANERI：南アフリカ国立エネルギー研究所、NEEA（National Energy Efficiency Agency）：国家エネルギー効率庁 

 
１－５ 主要面談者 

本調査における、現地側の主要面談者を以下に記す。 
 
（１）DST 

・Dr. Velaphi Msimang, Chief Director, Hydrogen & Energy 
・Ms. Anza Murovhi, Deputy Director, Hydrogen & Energy  
・Mr. Somila Xosa, Manager Transport and Renewable Energy 

 
（２）国営電力公社（Eskom） 

・Ms. Notipho Maphumulo, General Manager, DSM 
・Mr. Andrew Etzinger, General Manager, Business Strategy and Integration 
・Ms. Wendy Poulton, General Manager, Sustainability and Inovation 
・Ms. Sonto Mujakachi, Acting Stakeholder Manager 
・Mr. Monkwe Mpye, DSM Manager 
・Mr. Lawrence Padachi, Industrial Sector Manager 
・Mr. Raj Pandaram, Redistributors Sector Manager 
・Mr. Nkosana Sibuyi, Government and Parliamentary Manager 
・Ms. Karel Steyn, Measurement & Verification Manager 
・Ms. Rochelle Chetty, Chief Advisor, Climate Change and Sustainability 
・Ms. Fanele Mondi, Performance Measurement Manager 

 
（３）DOE 

・Mr. David.K. Mahuma, Chief Director for Clean Energy 
・Ms. Tshilidzi Ramuedzisi, Chief Director for Energy Planning 
・Mr. Maphuti Legodi, Deputy Director for Energy Efficiency 
・Mr. Tony Golding, Deputy Director for Energy Efficiency 
Project Management Unit： 
・Gobodo Systems Consulting 
・Mr. Shaun Nel, Director, Gobodo Systems Consulting 

 
（４）国家ビジネス協定（National Business Initiative：NBI） 

・Ms. Valerie Geen, Director 
 
（５）DTI 
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・Ms. Marba Visagie, Director, Technical Infrastructure (Wrap-up meeting) 
・Mr. Gabriel Jamo, Director for Economic Infrastructure and Logistics 

 
（６）国際協力省（Department of International Cooperation：DICO） 

・Mr. Kevin Brenan, Deputy Director for Japan, Koreas & Central Asia 
・Ms. D .Radebe, Assistant Director for for Japan, Koreas & Central Asia 

 
（７）National Treasury 

・Mr. Tony Robin, Chief Director for International Development Cooperation 
・Ms. Elanie Venter, Director for International Development Cooperation 
・Ms. Mokgadi Tena, Portfolio Manager for International Development Cooperation 
・Mr. Mushili Chibuye, Financial Analyst, Asset and Liability Management Division 

 
（８）中央エネルギー基金（Central Energy Fund (Pty) Ltd.：CEF） 

・Mr. Derek Batte, Senior Manager：Operations 
・Mr. Barry Bredenkamp, Operations Manager（Acting） 

 
（９）南アフリカ国立エネルギー研究所（South African National Energy Research Institute：SANERI） 

・Mr. Kadri [Kevin] Nassiep, CEO 
 
（10）ヨハネスブルグ市配電公社（City Power Johannesburg） 

・Mr. Sicelo Xulu, Director：Engineering Services 
・Mr. Lonwabo Magida, Sr. Manager：Energy Trading 

 
１－６ 対処方針 

（１） プログラムの方向性の確認 
実施機関となる通産省、エネルギー省、援助窓口機関となる財務省や外務省など、多様な

関係者間との協議を通じて、エネルギー効率推進の必要性について確認し、本プログラムへ

の認識の共有を図る。 
 
（２）日本側関係者（現地 ODA タスク）との意見交換・認識共有 

現地 ODA タスク関係者を中心に、今後の対南ア協力における本プログラムの位置づけ、

方向性について議論し、来年度要望調査に向けて、先方に対する働きかけ方や必要な手続き

などについて意見交換を行う。 
 
（３）個別案件の形成促進 

図１－２に記載のプロジェクト候補リストのうち、可能性の高い個別案件（エネルギー（電

力）開発計画マスタープラン策定支援、省エネ施策マスタープラン策定支援、エネルギー管

理士制度導入）について、実施機関として想定される通産省（Department of Trade and 
Industry：DTI）、エネルギー省（Department of Energy：DOE）、科学技術省（Department of Science 
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& Technology：DST）関係者より詳細ニーズを聴取し、案件形成に向けた情報収集を行い、

可能であれば要請書のドラフト案を現地にて作成し、先方に手交する。 
 
（４）現場視察 

前回のプロジェクト研究時の現地調査の際、Eskom 及び都市部配電公社（City Power）よ

り協力ニーズが確認されたため、今次調査では石炭火力発電所運営体制及び都市部配電網の

状況について、現場踏査を行い、協力可能性について詳細確認する。 
 
（５）プログラム推進に向けた基本合意の取り付け 

（１）～（４）までの調査結果に基づき、プログラムの骨子、優先プロジェクト候補の進

め方について、先方政府と合意し、合意内容について協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）

にまとめ、署名交換を行う。 
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第２章 協議結果の概要 
 
２－１ 先方との主な確認事項 

以下の（１）から（５）に示す各項目について、関係機関との協議、現地調査に基づき、先方

政府と確認し、主要な点については M/M として合意を得た。 
 
（１）エネルギー効率改善プログラム基本コンセプトの合意 

2008 年度実施した基礎研究の結果に基づき、整理したエネルギー効率改善プログラムにつ

いては、４つの課題の整理、その下に位置づけられるプロジェクト群からなる基本コンセプ

トについて先方より合意を得た。なお、プログラム検討の協議のなかで、先方より上位目標

として、現政権が掲げる貧困層への裨益の視点を考慮するよう、要求があった。 
 
（２）同プログラムに位置づけられる優先プロジェクトの実施について 

４つの課題のうち、特に政策・制度に対する課題の元に位置づけられる３つのプロジェク

ト（エネルギー（電力）開発計画マスタープラン策定支援、省エネ施策マスタープラン策定

支援、エネルギー管理士制度導入）については、関係している DOE、DST、DTI より、実施

にあたり考慮してほしい項目など多様な意見が寄せられた。 
例えば、DST からは、新エネルギー開発予測、普及タイミングをマスタープランの調査項

目にしてほしいであるとか、DTI からはエネルギーマスタープランを産業インフラ開発、交

通需要予測などに利用できるようにしたいなどの要求があった。 
よって、上述の３つのプロジェクト案を統合し、国家エネルギー開発計画“STUDY ON 

LONG-TERM ENERGY SUPPLY/DEMAND BALANCE FORECAST”（仮称）として３省合同で

実施する（DOE が責任省庁：organization for leading the Project）こととし、同プロジェクト

の実施の課程で個別に要求のあったキャパビルプロジェクト（エネルギー需要予測モデルの

解析方法の技術移転、省エネ施策立案の人材育成など）などは必要に応じてパラレルで行う

ことで合意した。なお、同開発計画作成支援は JICA の技術協力の一形態である旧開発調査

（Study Project）にて実施する予定だが、技術移転要素も含め、先方との協働で実施するもの

である点について調査団より強調した。 
 
（３）優先プロジェクト（国家エネルギー開発計画“STUDY ON LONG-TERM ENERGY 

SUPPLY/DEMAND BALANCE FORECAST”－仮称）の要請書の作成、提出について 
統合した本プロジェクトは上記記載のとおり、３省合同で実施するものであるが、DOE ク

リーンエネルギー局が主管部局として要請書の取りまとめを行うこととする。ただし、要請

書のドラフトについては、産業政策に必要なエネルギー統計を有しているという比較優位か

ら、また、さまざまなイニシアティブを有しているため、それらとのデマケを考慮する必要

があることから、DTI インフラ局が作成し、その後、３省間で協議を行い、最終的に DOE
より提出することで３省間にて合意した。要請書の提出後は、DOE クリーンエネルギー局が

窓口となり、他２省と連携の下、プロジェクトの実施にあたることで合意した。 
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（４）同プログラムの実施に向けた円借款の供与について 
ライン省庁（監督省庁）、個別の公企業体（Eskom など）からの特定の供与要求はなかっ

た。他方、借款の借り入れ認証を行っている財務省からは、エネルギーセクターは重点セク

ターであるため、個別の公企業体による案件について、ライン省庁の認証を得て、政府保証

の要求があれば、前向きに検討したい旨の発言があった。財務省としては、GDP 比 50％以内

に対外債務を抑制するというシーリングがあり、現在約 36％に到達しているので、案件の選

別が必要であり、政府保証の付与の可否の選定にあたっては、当該案件が属するセクターが、

複数の民間企業体による参入の余地があるかどうか（Private Sector is active or not）が、判断

基準になるとのこと。 
その観点から、いわゆる火力発電施設の拡充などは、一般的に独立系発電事業者

（Independent Power Producer：IPP）などの参入の余地があることから、可能性としては低く

なるであろうとのことで、エネルギーセクターであれば、より貧困削減に資する地方部の電

力開発などが該当するのではとのことであった。 
財務省としては、円借款は、貧困削減や犯罪対策に資する社会セクターへの供与を期待し

たいとのことであった。 
したがって、今回のプログラムの枠組みでは、円借款の供与の可能性を否定するのではな

く、引き続き関係省庁（の下にある公企業体）と協議していくことで整理した。 
 
（５）他ドナーによる支援 

南アには 35 のバイ・マルチのドナーが活動を展開しているが、エネルギー分野については、

ノルウェーを中心としたスカンジナビア諸国がエネルギー開発と環境の調和を目指した協

力プログラムを展開中のほか、デンマークが風力発電開発への支援、ドイツが太陽光発電開

発への支援を行っている。また、英国（DFID：国際開発省）が Access to Fund for Economic 
Cluster と称する Incentive Fund にて産業振興及び経済発展に資するエネルギー開発への資金

支援を行っている。 
 
２－２ 団長所感 

本協力準備調査は、2008 年 10 月～2009 年３月に実施された南ア・エネルギーセクターを対象

とする JICA 調査「エネルギー効率改善にかかる基礎研究」（担当コンサルタント：日本エネルギ

ー経済研究所／東京電力）を受けて実施された。その目的は、同国エネルギーセクター開発の現

状を概観し、同国の電力、産業などサブセクター別の課題を、特に「エネルギー効率改善プログ

ラム」という、1970 年代の石油危機以来、わが国に総合的に蓄積するノウハウをまず、同国のエ

ネルギー開発の諸課題に即応させたうえで、エネルギー効率改善関連 JICA プロジェクト技術協

力の効果的な実施の可能性を探ることであった。 
そのため、南アの中心的なエネルギー関連政府組織である３省庁（DOE, DTI, DST）及び関連

諸機関、民間エネルギー会社等を訪問、JICA 基礎研究の結果を開陳し、開発課題の共有化を図り

ながら、JICA 技術協力の効用が最大化すると考えられるプロジェクト群の絞込みを目標に政策対

話を進めた。以下、その経過の説明に重ねて、とくに本技術協力準備調査後の対応にも資するよ

うに所感したものである。 
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（１）中長期エネルギー計画の策定プロジェクト形成に向けた合意が出来た。 
現在、世界諸国が直面する「地球規模の気候変動問題の解決に貢献する」立場を強調する

南ア政府の立場から帰納しながら、エネルギーセクター開発で取り上げる２つの方向性を確

認した。１つは、経済・社会セクターにおける主に需要側課題にあるエネルギー節約とエネ

ルギー使用の合理化、２つ目は、低価格の石炭に偏重して依存する供給構造の是正の必要性

というエネルギー源の多様化に照準を合わせ、本 JICA 協力プログラムオーバーオールゴー

ルの合意、続いてその方向性の枠組みにある課題群で、大方の合意が得られた。さらに、個

別要請のなかで第一に着手すべきは、2008 年の電力危機で、広く国民、政府間で共有、喫緊

となっている電力セクター強化を含む、中長期に渉るエネルギー安定供給の道標を示す DOE
への支援、産業セクターの省エネルギー推進を中心にエネルギー消費における効率改善の促

進と温暖化対策面を強調する DTI へのエネルギー管理技術に関る支援，新エネルギー開発な

ど、次世代エネルギー選択及び先進技術の導入と移転の模索といったエネルギー供給の多様

化戦略に資する DST への支援を、総合的かつ中長期的に包含して見通すエネルギーセクター

開発計画の推進こそ目下、南ア政府が必要としているとの問題の認識を共有化した。それは、

同時に、３省庁及び関連の各機関が個別に模索（例えば、Eskom の電源開発に関する 2016

年をターゲット年とする電源開発計画）しつつある中長期エネルギー需要と供給オプション

に関するシミュレーション予測を最上位に据えるプロジェクトを優先させることであった。 
 
（２）JICA 技術協力プロジェクト経験とカウンターパート（Counterpart：C/P）の一元化の必要

性から「DOE を窓口とする合意」が得られた。 
上記（１）の問題提起から、本邦調査団は、先ず、DST，DOE，DTI との個別協議から得

られた各課題を咀嚼したうえで、７月 21 日には、３機関の代表を DST 会議室に糾合して、

これら個別協議で得られた問題認識を発表、共有化するなかで、プログラム協力で提言され

た複数プロジェクト候補を論じつつ、南アエネルギーセクターに欠落しているプロジェクト

課題を合同協議した。 
その結果まず、本技術協力を進めるリード政府機関として DOE を合意、引き続きプロジ

ェクトタイトル仮称として、国家エネルギー開発計画“STUDY ON LONG-TERM ENERGY 
SUPPLY/DEMAND BALANCE FORECAST1”を合意した。また、本協議録には、先に提出さ

れた協力準備要請の素案として DTI ドラフト案を添付したが、これは、この合同会議を踏ま

えて、さらにエネルギー関連３機関で調整して、８月末をめどに、最終案を協力窓口機関で

ある財務省経由、JICA 南ア事務所に提出するステップが確認された。 
 
（３）南ア新政権（2009 年４月発足）とエネルギー大臣スピーチ（2009 年６月 23 日） 

本プロジェクトに係る基礎研究は 2009 年３月に終了している。その後、４月には、ズマ新

政権の発足により、エネルギー問題の扱いは、新たに DOE が、それまでの鉱物資源・エネ

ルギー省（Department of Minerals and Energy：DME）から切り離され再編された。６月の新

                                                        
1 省庁の実務者会議では、先に、プロジェクトタイトル“NATIONAL ENERGY MASTER PLAN”で合意されてい

たが、合同会議では DTI 政策担当部門より、EU その他のエネルギー協力も進行中であり、“NATIONAL”、
“MASTER”などは、南ア側内部ではより政治的なインプリケーション懸念もあり、より実態的なプロジェク

トタイトルとすることで最終合意した。 
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エネルギー大臣演説のなかでは、上記（１）のようなエネルギーセクター改革の戦略と方向

性が明示された。本演説では、始め 2005 年の国内における石油製品供給不安イベントと 2008

年の電力危機イベントに言及し、１つにはエネルギーの安定供給（a security of supply of energy 
resources and energy saving）、２つにはクリーンエネルギーを含むエネルギーミックスの推進

（an energy mix that includes clean and renewable resources）を謳った。つまりエネルギーセク

ターを巡るこれら一連の政治的な動き“ポリティカル・ウイル”の表明が、本 JICA 協力プ

ログラム案とエネルギー開発プロジェクト所群の方向性のなかで、本 JICA 協力準備調査団

の南ア入りが“時宜を得て合致した”という結果になった。これら政府のエネルギーセクタ

ー改編に伴う DOE の新たな政策マンデート、省エネルギー経済社会に向かう政策づくりを

担う DTI，新エネルギー技術開発を睨む DST が一体となって、JICA プログラム協力の枠組

みで括る結果となった。 
 
（４）プログラム・プロジェクト形成上の留意点について 

しかしながら、南アのような有力国の中長期のエネルギー計画の策定に関与する場合には、

プロジェクト実施の際の業務指示事項（Terms of Reference：TOR）が、たとえ計画策定ツー

ルの技術移転など技術側面に絞ったものであっても、一次エネルギーベースラインデータの

収集や社会経済開発計画の精査や取り扱い、策定ツールの運用も含めて、気候変動問題や国

内エネルギー需給戦略にもつながる、優れて政治的な側面も孕む可能性がある。このことは、

わが国の省エネ技術など本分野における豊富な経験を南ア政府に移転する好機であると同

時に、詳細協力内容の詰めの協議（TOR ミッション）、引き続くプロジェクトの実施に至る

日本側の対応には、質と量を十分に確保したコンサルタントの選定、プロジェクト実施では

広く産官民との多岐にわたる同国エネルギーセクターとの懇ろな対話の姿勢、策定ツールの

運用に関する技術移転のあり様など、再度“エネルギー効率改善に係る基礎研究”を踏まえ

つつ、プロジェクト形成、実施に至る一貫性を確保するには極めて慎重な取り組みが要求さ

れることにもなる。また、改めて本技術協力は、プログラム協力枠組みの最上位に位置づけ

られることから、実施マイルストーンでは、適宜に関連人材の訓練プロジェクトの織込みな

ど、エネルギー関連３省庁からの個別要請にも応え得るようなわが国協力リソースの確保に

向けた検討にも備える必要があるだろう。 
 
２－３ 技術的な側面からの検討結果 

本項では、技術コンサルタント団員の提案による、上述の国家エネルギー開発計画の実施にあ

たっての留意点及び本格調査で網羅されるべき調査項目案（エネルギー需給計画団員）、及び、本

プログラムで今後形成が期待される電力開発関連プロジェクト案（電力開発計画団員）について、

以下に記す。 
 

２－３－１ エネルギー需給計画 
大枠としては、DME を主管役的に位置づけて、３省庁が主体的に関与することなので、広範

な範囲をカバーするエネルギー計画を想定する結果となったが、一般的な（国家）エネルギー

マスタープランの策定として、下記の事項を意識して進めたい。 
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（１）目的 
まず、対象期間である時間軸（短中期の将来）を、例えば 2030 年、あるいは 2040 年と

いった時点に捉える。（短期、例えば３～５年では、既存設備の改修や調整といった、高々、

（±）10～20％程度の範囲の変化しか期待できないが、20～30 年の期間が与えられれば、

長いリードタイムの必要な原子力発電所の稼働や、技術開発を伴う新技術の出現・実用化

等を合理的に「計画」に織り込むことができる。） 
この期間内においてエネルギー需要を想定し、これを満足（対応）する最適な一次エネ

ルギー供給の組合わせを探索する。（二次エネルギーである電力に関しての電源構成をどう

求めるかが、一般的には大きな事項となることが多い。） 
ここで、将来の種々の可能性を考慮して、幅広いエネルギー関係者の参加した討議に基

づいた、需給に関する複数の「シナリオ」を想定することにより、今後の環境変化に即応

した施策側の対処準備に資することを目的とする。結果的に、エネルギー関係者（政策側、

事業者等）の共通の議論の場の提供と今後の円滑な意思疎通の基盤醸成も期待される。 
 

（２）成果物 
・「需要予測モデル」及び「供給最適化モデル」と、これらに基づいた「シナリオ」ごと

のエネルギー需給想定 
・必要となる国家レベルの政策・戦略、施策・法的規制等の示唆・提言 
・上記と整合する、エネルギー市場（あるいは、セクターごと）の施策指針の示唆・提

言 
 

（３）具体的アプローチ 
１）エネルギーデータベース、需要予測／供給最適化モデルの構築 

・マクロ経済データ、エネルギー需給データ等の収集 
・これらのデータの吟味と関連他事例との比較・検討 
・既存の枠組みを考慮しつつ、今後の蓄積方式の設定（エネルギーデータベースの構築）

等 
・「需要予測モデル」及び「供給最適化モデル」の構築 

２）国家レベルの政策・戦略の提言 
・既存のエネルギー関連政策・戦略、施策・法的規制等の調査 
・他国の、関連施策の実施例と実績、あるいはその評価等、先行事例の比較・研究 
・石油・ガス・石炭・原子力・再生可能等の、各エネルギーセクター別の現状把握と今

後のあり方、これらに影響を及ぼす事項の検討（特に供給可能性） 
・産業・商業・民生等、部門ごとにおける、需要想定へ影響を及ぼす事項の検討 
・施策に関する、種々の関係者との面談・意見聴取 
・現況の課題と問題意識の把握 
・あるべき、新たな法的枠組みの提案 

３）エネルギーセクターごとの指針の提言 
・市場における各プレイヤーの現状を把握して、需給の円滑化を念頭に置いた指針の提

案 
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４）シナリオ想定と幅広い議論の励起 
・需要側で想定されるシナリオ 

―いわゆる BAU（Business as Usual）ケース 
―高経済成長ケース 
―低経済成長ケース 
―省エネ浸透ケース 
―電力需要ピーク低減化ケースなど 

・供給側で想定されるシナリオ 
―対外支出最小ケース（国内炭最大利用ケース）・・・・基準ケース 
―（インフラ設備拡充の投資が進むとして）供給源多様化ケース 
―新技術の導入が進展するケース 
―原子力の導入が進展するケース 
―（CO2排出規制を考慮した）化石燃料への依存の低減化ケース、など 

 
これらのシナリオの検討・策定を行う作業の過程で、主管役の DME の下で、DTI、DST は、

それぞれの担当施策に関する事項により積極的にかかわることとなる。また、上記に挙げる作

業群において、３省はもちろん、Eskom を統括する公営企業省（Department of Public Enterprises：
DPE）など、エネルギー関係者の議論への参加を歓迎する。 

 
２－３－２ 電力開発計画 
（１）既存の電源開発計画 

１）電源開発進捗状況 
・Eskom の 2016 年までの電源開発計画 11 プロジェクトの内、２プロジェクトが Eskom

の資金不足から計画延期となった。他のプロジェクトはほぼ計画通り進行している。 
２）2016 年までの需給バランス 

・ 下表は上記の進捗状況を踏まえて調査団で試算した 2016 年までの電力需給バランス

を示す。この表や今回の現地調査から以下の支援可能案件が考えられる。 
 

（２）電力開発計画マスタープラン 
・現在の電源開発計画は 2005 年に作成されたもので、電源開発計画は 2016 年までしか

なく、2026 年目標の最適発電構成（Generation mix）に至る道筋が示されていない。 
・南ア政府は将来的には発電量の 30％は IPPs からの発電を目標としているが、2016 年

までの電源開発計画には IPPs が一切考慮されていない。また、Eskom の資金能力から

見ても将来の IPPs の導入は不可欠と考える。 
・４％成長（ベースシナリオ）では依然として供給予備率の目標値 15％が確保されない。 
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表２－１ 2016 年までの電力需給バランス 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

年初可能出力 *1) 40,607 41,807 43,728 44,068 44,353 45,151 48,902 51,306 53,705

追加容量 1,200 1,921 340 285 798 3,751 2,404 2,399 1,606

年度末可能出力 41,807 43,728 44,068 44,353 45,151 48,902 51,306 53,705 55,311

電力需要予測 (MW)

最大需要  *2) 36,513

4.0  % 成長シナリオ *3) 36,513 37,974 39,493 41,073 42,716 44,425 46,202 48,050 49,972

2.3 % 成長シナリオ *4) 36,513 37,353 38,212 39,091 39,990 40,910 41,851 42,814 43,799

4.0  % 成長シナリオ 14.5% 15.2% 11.6% 8.0% 5.7% 10.1% 11.0% 11.8% 10.7%

2.3 % 成長シナリオ 14.5% 17.1% 15.3% 13.5% 12.9% 19.5% 22.6% 25.4% 26.3%

注：*1) 2008年3月末のEskom可能出力38,744MW＋自治体設備容量1,013 MW + IPPs 設備容量 850 MW

      *2) Eskom Annual Report 2008, page 216

      *3) & *4)  2009年7月15日のEskom本社でのEskom 側プレゼンテーションの需要予測シナリオ。2009年以降の最大需要は2008年実績から調査団で作成。

電源開発計画 (MW)

供給予備率　(%)

 
 

（３）配電事業の再編成 
・現在は Eskom と自治体が行っている配電事業の再編成（Eskom 部門と自治体部門を統

合し、南ア全体で６つの地方配電会社（Regional Electricity Distributors：REDs）を設

立する。現在 RED1（2005 年設立）のみが存在）を配送配電持ち株会社（Electricity 
Distribution Industry Holdings：EDI，DME が 2003 年に設立）が進めている状況にある

（配電事業の経営基盤強化及び運用効率向上の目的のため）。 
・但し、利害関係者（Eskom、地方自治体、関係省庁、労働組織など）があまりにも多

く、再編成は停滞している。 
・REDs 構築に向けての主要課題は、①地方自治体や Eskom が保有する固定資産の RED

への移転、②現在 Eskom と自治体で異なる電気料金の統合、③RED 職員の給与設定、

④配電施設投資戦略の構築などである。 
上記の状況を踏まえ、財務・経営専門家の EDI への派遣といった支援可能案件が考えら

れる。 
 
 
 



－14－ 

第３章 エネルギーセクターの現状と課題 
 
３－１ 社会経済状況 

３－１－１ 社会経済動向 
（１）国情 

南アはアフリカ大陸最南端に位置し、ナミビア、ボツワナ、ジンバブエ、モザンビーク、

スワジランドと国境を接している。首都はプレトリアで、総面積 122 万平方 km、人口は

2008 年時点で 4,967 万人である。 
 

表３－１ 南アの国情（2008 年時点） 

項目 南ア 日本 倍率 

国土面積 121.9 万 km2 37.8 万 km2 日本の 3.2 倍 

人口 4,967 万人 12,750 万人 日本の 37％ 

人口増加率 1.0％ 0.7％  

名目 GDP US$2,764 億 US$49,260 億 日本の 6％ 

一人当たり GDP US$5,566/人 US$38,800/人 日本の 14％ 

出典：Information Financial Statistics 2009 年 5 月号及び ARC レポート「南アフリカ 2007」 

 
行政区は、クワズール・ナタール州、北ケープ州、東ケープ州、西ケープ州、ノースウ

エスト州、ハウテン州、フリーステイト州、ムプマランガ州、リンポポ州の 9 州から構成

されている。人種の割合は、黒人 79％、白人 9.6％、混血 8.9％、アジア系 2.5％。公用語

は英語、アフリカーンス語、バンツー諸国語（ズールー語、ソト語他）の合計 11 言語。国

内で最も多く使用されている言葉は、東部で話されているズールー語であるが、各部族に

よって異なる言語を使用しているため、イギリスの植民地時代に普及した英語が共通語的

役割を果たしている。 
 

表３－２ 南アの州と州都 

 州 英語表記 州都 最大都市 

1 西ケープ州 Western Cape ケープタウン ケープタウン 

2 北ケープ州 Northern cape キンバリー キンバリー 

3 東ケープ州 Eastern Cape ビショ ポート・エリザベス 

4 クワズール・ナタール州 Kwazulu-Natal ピーターマリッツバー ダーバン 

5 フリーステイト州 Free Sate ブルームフォンテーン ブルームフォンテーン

6 ノースウエスト州 North West マフィケング ルステンバーグ 

7 ハウテン州 Gauteng ヨハネスブルグ ヨハネスブルグ 

8 ムプマランガ州 Mpumalanga ネルスプロイト ネルスプロイト 
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表３－６ 南アの国内総支出（10 億ランド、2000 年価格） 

 2002 

実績 
2003 

実績 
2004 

実績 
2005 実

績 
2006 

実績 
2007 

実績 
2008 

推定 
2009 

推定 

家計消費 620 642 685 732 792 847 855  

政府消費 180 192 204 214 225 236 287  

固定資本形 157 173 190 203 237 258 274  

輸出 266 266 274 296 312 338 425  

輸入 241 260 291 330 391 445 569  

国内総支出 982 1,013 1,062 1,115 1,175 1,234 1,272 1,287

実質伸び率  3.1％ 4.2％ 5.8％ 5.3％ 6.2％ 2.2％ 1.2％

出典：南アフリカ準備銀行 Quarterly Bulletin、2008 年推定値は IFS 統計より計算、2009 年推定値は、南ア政府見通し 

 
南アの経済を 2008 年の支出面から眺めると、GDP の約 63％を家計消費が占めており、

経済が消費動向に左右される傾向にある。家計消費は低金利、雇用の改善などを背景にし

た自動車などの耐久消費財の消費が活発で、これらが過去５年間の景気を牽引してきた。

ただし、2009 年の４月時点の自動車販売は総計で対前年同月比 43％ほど落ち込み、今後の

回復が期待されている。 
南アは生産部門をみると、19 世紀後半にダイヤモンド（1867 年）、金（1871 年）が相次

いで発見されて以来、経済構造は鉱業への依存度を急速に強めた。現在ではこれらの金属

鉱産物に加え、クロム、マンガン、バナジウム、プラチナ類などの希少金属の生産におい

ても世界で大きなシェアを占める。農業は 1970 年代以降には成長率が低下しており、南ア

経済に占める一次製品の割合は徐々に減少する一方で、金融・保健や、民営化の影響によ

り通信・運輸などのサービス業が高い成長を記録している。また、1980～1990 年代に低迷

していた鉱業も 2000 年に入り成長が回復し、輸出関連製造業が成長している。2009 年３

月までの輸出入状況を見ると、これまでの受注残もあり大きな減少は示していないが、2009

年後半には、世界不況の影響で輸出の鈍化や減少が見込まれている。 
 

表３－７ 産業別 GDP（10 億ランド、2000 年価格） 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 構成比％

農林漁業 28.3 27.7 28.1 29.6 27.3 27.5 2.4 

鉱業土石 63.9 66.5 67.3 68.8 68.7 67.9 6.0 

製造業 168.7 166.4 174.2 182.2 191.6 199.0 17.7 

電気ガス水道 22.7 23.2 23.8 24.3 25.0 25.8 2.3 

建設 23.4 25.1 27.8 31.3 35.9 42.4 3.8 

卸売業 127.9 136.1 144.1 154.6 165.4 173.7 15.4 

通信交通 93.4 98.9 103.5 109.0 114.4 120.4 10.7 

金融不動産 179.6 187.1 201.8 212.3 230.6 249.8 22.2 
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公共 186.7 192.1 196.7 203.9 211.1 218.7 19.4 

国内総生産 894.7 923.0 967.5 1016.1 1070.1 1125.2 100.0 

出典：南アフリカ準備銀行 

 
（３）金融危機後の経済動向 

１）最近の GDP 
南アの 2008 年の成長率は年率で 2.2％と、大方の予想を下回る低成長となった。第１

四半期は年率 4.0％増、第２四半期は年率 4.7％増、第３四半期は年率 0％、第４四半期

は年率マイナス 1.6％であった。製造業は 2008 年全体では 4.2％の伸びであったが、第

４四半期の前四半期比では 6.4％の減少と大幅に低下した。鉱業は前四半期比横ばいで、

GDP への影響は大きかった。2009 年になっても世界不況の影響は大きく影響するものと

見込まれている。 
２）インフレ率 

2008 年 10 月の消費者物価指数の上昇率は９月の 13.1％から 12.1％に下がり、これで

２カ月連続して沈静化の方向に向かっている。特に原油価格の下落が寄与した模様で、

物価安定の期待が大きかった。しかし、10 月以降のランド安の影響が今後どのように出

るか、大きな懸念材料である。専門家のなかには 2009 年第３四半期まで為替の下降トレ

ンドが続くとみる人もおり経済の低成長とあわせて物価の安定が心配される。 
 

表３－８ 南アの消費者物価指数（対前年比、2009 年は対前年同期比） 

消費者物価指数 
 

2003 

実績 
2004 

実績 
2005 

実績 
2006 

実績 
2007 

実績 
2008 

実績 
2009 

第 1Q 

伸び率 +5.6％ -1.0％ +2.1％ +3.1％ +6.1％ +9.8％ +8.9％ 

 
３）中期財政計画 

中期財政計画にて、財務大臣は 2009 年度以降、赤字財政になる見通しを発表した。成

長率の鈍化と税収の落ち込みが主因で、国際的な金融危機は南アの投資計画の達成を困

難にしていると指摘している。これまで２年にわたり財政黒字であったため、世界金融

危機に対応する余力はあるとされるが、2009 年度の経済成長に関しては、4.0％台から

1.2％への大幅下方修正をしている。成長の主軸は３年間で 6,000 億ランドの公共投資で

あるが、これにより公的債務は GDP の３％に増加する。今後のインフレは原油や食料価

格の下落により 2010 年第３四半期には目標の３～６％内に収まると予想している。 
４）失業率 

南ア統計局の発表では、2008 年第４四半期失業率は 21.9％と前期の 23.2％より多少改

善している。失業者は 400 万人程度で、南ア経済の成長率が鈍化するなか、先進各国の

景気の停滞が雇用拡大の障害となっている。2014 年までに失業率を 14％にという政府目

標の達成は難しくなったとの見方が強い。南アの失業率は 2003 年の 28.9％から着実に

減少傾向を続けてきたが、2006 年、2007 年、2008 年の３年間は 22～23％程度で停滞し

たままであった。 
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表３－９ 南アの労働指数（単位 1000 人） 

労働指数 
2008 年 

第２四半期 
2008 年 

第３四半期 
2008 年 

第４四半期 

人口（15～64 歳） 30,705 30,801  

労働力 17,844 17,777 17718 

雇用者数 13,729 13,655 13845 

失業者 4,114 4,122 3873 

失業率 23.1％ 23.2％ 21.9％ 

雇用者数／人口 44.7％ 44.3％  
出典：南ア統計局 

 
３－１－２ 経済政策 

南アは、アフリカのみならず開発途上国のリーダーとして「南北の架け橋」たる役割を自認

し、安全保障、環境などさまざまな分野で積極的な外交を展開している。南アは九州沖縄サミ

ット（2000 年）以降のすべての G８サミットに出席するとともに、アフリカ自身による初の包

括的な開発計画である「アフリカ開発のための新パートナーシップ（New Partnership for Africa's 
Development：NEPAD）」を他のアフリカ４カ国と共に主導している。こうしたなか、ムベキ大

統領は 2006 年２月３日に開会した通常国会で、新たな施策“Accelerated and Shared Growth 
Initiative of South Africa（AsgiSA）”（成長加速と共有に向けたイニシアティブ）の実施を表明し

た。AsgiSA の主な経済政策は以下のとおりである。 
2009 年４月に実施された総選挙の結果を受けて、国民議会（下院）の議決によりアフリカ民

族会議（ANC）のジェイコブ・ズマ氏が元首である大統領に選出されている。 
 

（１）開発経緯 
南アは、貧困削減、高失業率（2008 年９月で 23％）及び高犯罪率、エイズ蔓延の防止等

の課題に対処するため、1994 年に貧困削減と弱者救済を基本方針とする「復興開発計画

（Reconstruction and Development Programme：RDP）」を、1996 年にその計画を実現するた

めに経済自由化政策を推進する「成長、雇用、再分配（Growth, Employment And 
Redistribution：GEAR）」を策定し、これに基づく政策を実施してきた。そして 2006 年３月

には、2010 年以降経済成長率６％を達成し、2014 年までに失業率を半減させることを目標

とする経済成長加速化戦略（AsgiSA）及び同戦略達成に不可欠な人材獲得のための、人的

資源育成イニシアティブ（Joint Initiative on Priority Skills Acquisition：JIPSA）を策定・公表

した。 
南ア政府は、2014 年までに貧困と失業者を 2004 年の半分にするという目標は、経済効

率改善と業務能力の向上を徹底することで達成可能としている。1994～2004 年の間の経済

成長率は３％、1994 年以前の 10 年間が１％の成長率であったことを考えると、この経済

成長は格段の成果である。現地での見通しでは、2009 年、2010 年は低成長ではあるが 2011

年以降は 3.5～4.0％／年の成長率とみている。 
外国資本の流入は、2003 年以来高位に推移しており、間接投資である南アへの金融投資
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は 2005～2006 年の第一四半期の間に 800 億ランド（US$130 億）もの資本が流入している。

同時に巨額の直接投資が同期間南アに投資されている。このような急激な投資は、2005 年

半ばまでに 54 万人分の仕事を生み出し、失業率は数年前の 32％から 26％に改善された。

しかし、失業率を 14％台にすることや貧困家庭を全家庭の 16％（６分の１）以下にすると

いう政府目標は、政府や関係者の今後の協力関係がなければ、達成できないことも事実で

ある。 
 

（２）AsgiSA の実施体制 
南ア政府は、AsgiSA を実施するために、以下のメンバーによるタスクフォースを立ち上

げた。 
・議長：副大統領 
・政府機関からの委員 ：財務省、通商産業省、公共事業省 
・地方自治体からの委員：ハウテン州と東ケープ州知事、ヨハネスブルグ市長 
・関係機関からの委員 ：財界人と労働組合の主導者、宗教指導者、 
・国民代表からの委員 ：若者及び女性からの代表 
これらの委員により AsgiSA は推進される。 

 
（３）AsgiSA の目標 

政府の調査によれば、南アにとって必要な経済成長率は 2004～2014 年の間で平均５％と

されている。最近の経済成長と国際的な環境を考慮すると、これを達成するために２つの

期間に分けて目標とする。最初の期間は 2005～2009 年で、経済成長率は 4.5％超を目標と

し、次の期間は 2010～2014 年で６％程度の成長率を目標とするものである。これらの成長

を実現するためには、労働吸収力の高い産業を興すことが必要で、言い換えれば、成長の

果実は多くの労働者によって分かちあうということである。また、経済発展のビジョンは、

製品とサービスの多様性を含んだ経済構造を実現するとしている。そして、労働者は持続

的に雇用され新しいビジネスが拡大されるとしている。 
 

（４）調和の取れた成長 
南アの経済成長には、２つの要素に重点を置く必要がある。第一の要素はコモディティ

部門での経済成長戦略である。最近の成長は強いコモディティ価格、高い資本流入、強い

国内需要、政府の貧困対策、雇用機会の増大、資産価値の上昇などが下支えとなっている。

他方、貿易収支は資本流入が多かったにもかかわらず 2004～2008 年の間赤字である。この

ような事実から金融以外のコモディティ部門での経済成長戦略を打ち立てなければならな

い。第二の要素は、社会福祉プログラムである。これまでの社会福祉プログラムは貧困の

減少や収入の再分配に役立っているが、南アの３分の１の家庭は、これらの社会福祉プロ

グラムから直接的な便益を受けていない。これら貧困層を経済活動のなかに組み入れるこ

とは南アの経済が更に高まることを意味している。持続的な経済成長を果たすためには、

この２要素の戦略を推進する必要がある。AsgiSA を発展させるためには、具体的には、財

政や金融政策の見直し、官僚機構の改善なども必要である。 
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（５）制約条件と今後の課題 
１）通貨の安定 

財政と金融政策の改革にもかかわらず、南アの通貨の不安定さは、海外からの投資を

阻害している。ランドの変動は、かってよりは安定的であるものの現在も不安定さを残

している。2008 年前半までは資源開発のための投資が大きく、ランド（2007 年 11 月で

１ランド＝16 円）は過大評価されていたが、2008 年の後半には一転してランド安（2008

年平均で１ランド＝8.3 円）になっている。今後は、公共投資などで国内需要を調整す

ることで通貨の安定を図る必要があると金融当局はみている。 
２）物流システムの効率・能力・コスト高の課題 

南アでは製品とサービスを流通させるインフラが、全国規模で不足している。内陸地

で生産される製品は、海岸地域での工業地帯へと長い距離を輸送しなければならない。

現状ではそのためのインフラが不足している。この問題に取り組む必要がある。 
３）質の高い労働力の不足 

この問題は、アパルトヘイトの遺産ともいえるもので、不合理な教育システムと人種

問題に起因している。最近の高度成長下では、十分な技能、高い経営能力をもった人が

不足している。これらの問題を解決する必要がある。 
４）新規投資への競争制限と弊害 

南アの産業は、鉱業、鉄鋼、製紙、化学などの上流部門産業と通信やエネルギーに集

中している。逆に下流部門やサービス部門の発展は遅れている。下流部門やサービス部

門の発展に対して阻害するような市場構造になっているともみられる。これらを解消す

るために競争促進法や新たな産業政策を強化・実施する必要がある。 
５）中小企業の発展の阻害要因の撤廃 

GDP や雇用に関して中小企業と零細企業の非効率性は、さまざまな規制が原因してい

る。計画システム、税制、地域規制、労働法の運用、セクター別の規制環境、その他不

必要な規制などが中小零細企業の発展を阻害している。これらを改善する必要がある。 
６）国家組織、能力、リーダーシップの欠如 

政府部門では組織力や重要機関の能力不足、政策決定を行うリーダーシップの欠如な

どの課題がある。これらの問題をなくすために数々の対応策が求められている。今後、

政府がリーダーシップを取って経済を促進する対策としては、インフラ投資、セクター

別投資計画、技術教育、産業戦略、マクロ経済、公共政策などがある。詳細は以下のと

おりである。 
①インフラ投資 

2005 年 10 月の中期財政政策が示しているように、政府と公共企業の投資額は 2005

年４月から 2008 年３月までに 3,700 億ランド支出される計画で、内容としては、Eskom
が 840 億ランド、Transnet が 470 億ランドで、発電所・送配電網・鉄道網・港湾・石

油パイプライン建設などが中心である。 
②セクター別投資 

政府のセクター別投資の主な支出は、地方道路、水道事業、エネルギー供給事業、

住宅・学校・病院・ビジネスセンター・スポーツ施設・多目的政府サービスセンター

（警察、裁判所、更生施設）の建設などである。また、通信施設は重要な社会的イン
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フラであるので、高いプライオリティで実施する。内容は、ブロードバンド戦略の実

施、通信費用の低減、アフリカとアジアの海底ケーブルの敷設、労働集約事業を促進

するための通信施設への補助金などである。 
③産業戦略 

産業戦略は、実施段階のものも含めて国家産業政策構想（National Industrial Policy 
Framework：NIPF）に集約されている。このなかでは、ビジネスのアウトソーシング・

旅行事業などの第三次産業とバイオ燃料などに力点を置いている。これらに共通して

いることは、これらの部門がすべて労働集約産業であることで、BEE 政策（Broad-Based 
Black Economic Empowerment：BBBEE）の促進や中小企業の発展に貢献するものであ

る。現在 GDP の８％を旅行業が生み出しているが、これを 12％まで引き上げる計画

である。この部門での雇用能力は 40 万人と予想されている。問題点としては、航空ア

クセス、安全性、技術の向上などで、この部門は他の部門以上に政府と民間企業との

連携が必要である。その他、バイオ燃料を含んだ農業及び農産物加工産業の育成が重

要である。さらに化学、金属選鉱、映画や TV などの創造事業、衣服繊維事業、耐久

消費財、紙パルプ事業などが、次のプライオリティをもった促進事業となる。 
④その他の産業戦略 

産業を横断的にみたとき、以下の事項が産業の育成政策として重要である。 
・市場において不適切な競争をやめ、輸入価格にリンクした価格決定メカニズムに

する 
・商取引での能力向上（交渉能力など） 
・より明確なアフリカ開発戦略 
・民間企業の研究開発投資の促進 
・資本の移転と同時に工業移転における BBBEE の利用 
・女性の職業参加へのアクセスの拡大 
・若者の能力開発の促進 
・BBBEE の促進（AsgiSA を促進するために相乗効果がある） 

⑤マクロ経済政策 
南アのマクロ経済政策で重要なのは、通貨ランドの安定策とインフレの抑制である

（目標インフレ政策の実施）。また、財政の健全化のためには、正確な収入と支出の見

通しが必要で、収入の過小評価や支出の過大評価などは、関係者に間違ったシグナル

を送ることになる。一方、予算の支出管理は改善の余地がある。特に公共投資関連で

は、予算の未消化や予算の使い過ぎなどが問題となる。2006 年に財務省より導入され

た「新投資支出マネジメント情報システム（New Capital Expenditure Management 
Information System：NCEMIS）」は、これらの改善に役立つものと思われる。 
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（６）まとめ 
表３－10 AsgiSA の目標や行動計画 

テーマ 内 容 

経済成長 2005 年から 2014 年の間の GDP 成長目標は 5.0％ 
（金融危機により、2011 年以降 3.5～4.0％になる見通し） 

経済の課題 マクロ経済の課題は、通貨の安定とインフレの抑制 

セクター別投資では 道路、水道、エネルギー供給、住宅、学校、病院、ビジネスセンター、

スポーツ施設、多目的政府サービスセンター、通信施設の建設 

産業育成策 産業育成策としては、下流部門の労働集約産業を中心に、ビジネスの

アウトソーシング事業、旅行事業、第三次産業、バイオ燃料事業など 

労働力の確保 女性の職業参加拡大と若者の能力開発の促進 

人種問題の解消 BBBEE の促進 

 
３－２ 一次エネルギー賦存量 

３－２－１ エネルギーバランスの推移 
（１）一次エネルギー需要の推移 

南アの資源は、石油と天然ガスの埋蔵量は多くないが、石炭は世界第７番目の埋蔵量

（2006 年で 488 億 t）で、世界第６番目の生産国である。石炭の年間生産量の３分の１以

上は輸出されている。逆に、石油は自国消費をまかなうほどには生産されていないため、

原油の多くを輸入に頼っている。また、過去にはアパルトヘイトにより石油禁輸措置を受

けていたため、豊富な石炭を利用した液化技術が発達し、石油代替として利用されている。 
原油は、国内生産と輸入を合計して 2006 年で 2,260 万 toe（全体の 19％）、石炭は国内需

要で 9,300 万 toe（全体の 77％）、天然ガスは合成油向けがほとんどであるが、国内の最終

需要として 2006 年で 190 万 toe（全体の 1.5％）である。すなわち、南アの一次エネルギー

は、ほとんどが石炭でまかなわれている。（表３－11） 
 

表３－11 南アの一次エネルギー国内需要（単位：ktoe） 
一次エネルギー 需要先 単位 1990 1995 2000 2005 2006 構成比（％）
原油 石油精製用 ktoe 12,460 16,456 18,630 22,006 22,646 18.7
石炭 合計 ktoe 71,126 75,713 81,768 90,859 93,002 76.7

石炭加工用 ktoe 2,233 1,441 901 1,191 1,152 0.9
合成油用 ktoe 14,043 13,936 14,843 17,440 17,168 14.2
都市ガス用 ktoe 2,738 3,139 3,186 4,089 4,089 3.4
電力用 ktoe 36,158 42,121 47,817 53,095 56,384 46.5
最終需要 ktoe 15,954 15,076 15,021 15,044 14,209 11.7

天然ガス 合計 ktoe 2,001 2,285 2,254 5,498 5,662 4.7
最終需要 ktoe 497 570 857 1,868 1,868 1.5
合成油用 ktoe 1,504 1,715 1,397 3,630 3,794 3.1

合計 ktoe 85,587 94,454 102,652 118,363 121,310 100.0  
出典：IEA データベータより 

 
（２）一次エネルギーの供給の推移 

表３－12 は南アのエネルギー資源量を示すもので、石炭（瀝青炭、無煙炭）の埋蔵量は

世界全体の約 11％、また、可採年数（Reserves/Production：R/P）も約 180 年と極めて豊富
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に存在することが分かる。反面、ウラン資源には恵まれているものの石油、天然ガスはと

もに極めてわずかな量で、R/P ではそれぞれ２年、７年程度にすぎない。 
 

表３－12 南アのエネルギー資源埋蔵量（2007 年末） 

 石炭 
百万トン 

原油・NGL 
百万 bbl 

天然ガス 
10 億 cf 

ウラン（1999 年） 
1000U 

南アフリカ 48,000 15 780 293 

R/P 178 年 2 年 7 年  

世界 430,000 1,230,000 6,263,000 3,282 

シェア 11％ 少々 少々 9％ 

（注）石炭は瀝青炭＋無煙炭、R/P＝Resource / production 
出典：BP 統計 2008 

 
南アはわが国と同様に石油資源に乏しく、大半を輸入に依存しているが、アパルトヘイ

トの時代に石油の禁輸が行われたことに対抗するため石炭から合成油の生産を行い、長年

にわたり石油由来の製品と併用されている。近年では天然ガスからも合成油の生産を行っ

ている。これまでの南アの一次エネルギーの供給状況をみると石炭が圧倒的に大きく、近

年では天然ガスの供給が急増している。南アのエネルギー事情は、石炭中心から石油製品

や天然ガスなども利用する形態に変化しつつある。 

 
表３－13 一次エネルギーの生産・輸出・輸入 

一次エネルギー 需要先 単位 1990 1995 2000 2005 2006 構成比（％）
原油 生産 ktoe 0 0 667 1,516 1,278

輸出 ktoe 0 -84 -172 -5 -5
輸入 ktoe 11,313 15,906 19,029 20,495 21,372
国内供給 ktoe 11,313 15,822 19,524 22,006 22,645 18.9

石炭 生産 ktoe 100,163 118,018 126,926 138,365 138,255
輸出 ktoe -33,624 -40,352 -46,867 -47,804 -46,343
輸入 ktoe 0 267 821 1,376 1,180
国内供給 ktoe 66,539 77,933 80,880 91,937 93,092 77.9

天然ガス 生産 ktoe 1,504 1,715 1,397 1,783 1,623
輸出 ktoe 0 0 0 0 0
輸入 ktoe 0 0 0 1,849 2,193
国内供給 ktoe 1,504 1,715 1,397 3,632 3,816 3.2

合計 生産 ktoe 101,667 119,733 128,990 141,664 141,156
輸出 ktoe -33,624 -40,436 -47,039 -47,809 -46,348
輸入 ktoe 11,313 16,173 19,850 23,720 24,745
国内供給 ktoe 79,356 95,470 101,801 117,575 119,553 100.0  

（注）IEA 統計では、石油製品の輸入は一次エネルギーとして加算されるが、上の表では石油製品の輸入は一次エネルギーと
して加算していない。 
出典：IEA データベース 

 
３－２－２ エネルギー転換部門 

次表は、南アのエネルギーバランス表である。主要なエネルギー転換部門としては、電力業

は石炭から電力を供給、石油精製業は原油を処理して石油製品を生産、ガス供給業は石炭を処

理して都市ガスを供給、石炭加工業は石炭からコークスを生産、石炭液化事業は石炭から合成

油を、天然ガス液化事業は天然ガスから合成油を生産している。南アの特徴として、石炭液化

事業での石炭消費が大きいことが指摘できる。 
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消費が可能と予測されている。きわめて低廉なコストで採掘できるため、多くの炭坑が操

業されており、世界第５位の石炭生産国である。石炭は生産量の約７割が国内産業で燃料

として広範囲に使用されており、残りの約３割は輸出に回されている。 
南アの石炭産業は、大炭鉱集中型といわれる高度に資本が集中された産業となり、合弁

や買収の結果、Ingwe、Anglo Coal、SASOL の大手 3 社が全生産量の 80％を占めている。

また、主要な 13 の炭坑での生産が全体の 70％を占める。採掘権は鉱物法（Minerals Act, 
1991）によって規定されており、最適な炭鉱開発を条件に、概して 30 年間の採掘権が認め

られている。選炭の結果、輸出用を中心に年間 6,000 万 t のボタが発生している。また、

輸出用石炭の 30％、国内消費用石炭の 15～20％の原炭には市場性がなくボタとなってい

る。 
石炭製品の代表であるコークスは、溶鉱炉とその他の鉄鋼部門で利用されている。しか

し、鉄鋼部門の生産量の頭打ちにより、コークスの生産量、消費量ともに 2000～2006 年の

間で横ばい状態である。 

 
表３－17 コークスの生産と消費 

単位：ktoe 

  1990 1995 2000 2005 2006 

コークス生産 コークス 2476 1505 1194 1206 1166 

 （石炭消費） 4201 3124 1902 2202 2129 

コークス消費 溶鉱炉 1981 1124 955 965 933 

 その他 495 381 239 241 233 

出典：IEA データベース 

 
（２）石油 

一次エネルギー需要に占める石油の割合は全体の約 18.7％程度（表３－11 参照）と他国

に比べると低い。南アでは 2006 年で、年間 2,900 万 toe の石油製品需要（原油由来石油製

品＋石炭由来合成油＋天然ガス由来合成油）があるが、その約５分の１の石油製品は石炭

と天然ガスから生産され、残りは原油を輸入し、Engen、Caltex、BP、Shell、Total の５社

が年間 2,260 万 toe（460,000bbl/日）の原油を精製している。SASOL 社は、石炭から合成油

を生産する技術を確立し、年間約 360 万 toe（2006 年で石油製品全体の 12％）を生産し、

PetroSA は、天然ガスから 280 万 toe（2006 年で石油製品全体の８％）の合成油を生産して

いる。 
南アは商業的に採算の取れる原油の埋蔵は乏しいとみられているが、PetroSA は、ガス・

原油探査と生産を運営管理している。また CEF は、国家的な原油の輸入と備蓄を任されて

いるほか、液体燃料の価格調整や合成油生産に対する国の補助金の管理運営も行っている。

南アの石油産業は 1884 年、ケープタウンに最初の石油会社が設立され、製品輸入が開始さ

れたことに始まる。当時、国内の石油製品はすべて Shell、BP、Mobil、Caltex の４社が卸

売会社として輸入し、販売を行っていた。政府の石油産業に対する規制は 1931 年から行わ

れていたが、第２次世界大戦終了後の 1947 年、政府は液体燃料・石油法（Liquid Fuels and 
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Oil Act of 1947）を定めた。この法に基づく石油精製事業の振興策により、1954 年に Mobil
によりダーバンに最初の製油所が建設され（この製油所は現在 Engen が保有している）、

その後 1970 年代初期にかけて計３つの製油所が海岸に、更に１つが内陸部に建設された。 
 

表３－18 製油所及び合成油生産設備 
1000bbl/日 

 名称 場所 1997 2000 2006 

Sapref 
Enref 
Calref 
Natref 

Durban 
Durban 

Cape town 
Sasolburg 

165 

105 

100 

86 

180 

105 

100 

86 

180 

125 

100 

108 

石油精製 

計  456 471 513 

SASOL 
PetroSA 

Secunda 
Mossel Bay 

150 

45 

150 

45 

150 

45 

合成油 

計  195 195 195 

合計   651 666 708 

（注）各製油所の資本割合 Sapref:Shell 50%, BP 50%, Enref:Engen 100%, Calref:Caltex 100%, Natref SASOL 64, Total 36% 
出典：現地でのヒアリング 

 
1998 年、南ア政府は「エネルギー白書（The White Paper on Energy）」を発表し、今後の

エネルギー政策の基本的な方向性を示した。なかでも石油産業に関しては国際競争力のあ

る産業の育成を目的として、最終的には完全な自由化を目指すとしたが、その前段階とし

て黒人資本が 25％以上のシェアを確保することなど、乗り越えるべきいくつかの問題点を

提示した。 
南アの石油産業における精製会社には民族系の Engen、外資系の Caltex、BP、Shell、Total

の 5 社と、SASOL、PetroSA の合成油製造会社２社の計７社があるが、Engen はもともと

鉱山会社である Genkor（General Union Mining Corporation）の子会社であった。1989 年に

Mobil が南アから撤退し、Mobil の精製、販売事業を継承することで、Engen は石油精製事

業に進出した。現在の精製能力は 12.5 万 bbl/日である。 
石油産業関連企業７社のうち PetroSA を除く６社は石油製品の卸売会社でもある。卸売

会社としては、これらの他に Exel、Tepco、Afric Oil の卸売専業会社３社がある。卸売会社

は精製会社から製品を引き取り、それぞれ自社のブランドで販売を行っていることから、

事業の性格としては日本の「元売」に近い。６製油所（４製油所＋２合成油）の製品は、

海外から石油製品を輸入したと仮定して算出した統一価格で卸売会社に販売されている。 
卸売会社は、ガソリンスタンドを経営する小売業者に製品の販売を行っているが、ガソ

リン、灯油、軽油については、卸売価格を政府が定めている。また小売業者保護のため、

スタンドで販売されるガソリンの小売価格も政府が地域ごとに定めており、値引きや掛売

り、クレジットカードによる販売などは認められていない。 
南アの石油精製能力は、経済成長に伴う国内石油需要の増大を背景に徐々に拡張が行わ

れ、2006 年には約 50 万 bbl/日となった。平均的な稼働率は約 90％、年間の原油処理量は

約 2,260 万 t である。前述の通り、４つの製油所はいずれも 1950 年代から 1970 年代にか
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けて政府の石油精製事業振興策に基づき建設された。 
一方、合成油の生産能力は原油処理能力換算で 19.5 万 bbl/日である。このうち SASOL 

GAS の生産能力は原油処理能力換算で 15 万 bbl/日であり、合成油の生産能力は 10 万 bbl/
日程度と見られる。同様に PetroSA の合成油生産能力は、通常の 330 日稼動の計算で 3.2
万 bbl/日であり、両社合計で 13.2 万 bbl/日が合成油の実生産能力と考えられる。前述の様

に南アの石油製品需要の約 80％はガソリン・軽油であり、これに灯油・ジェット燃料油を

加えた白油の比率は 90％以上となる。 
下表は南アの石油製品の販売状況を示したもので、生産は国内分をまかなった上で、南

部アフリカ関税同盟（Southern African Customs Union：SACU）加盟４カ国に対してもガソ

リン、軽油を中心に製品の輸出が行われている。南アフリカ石油産業協会（The South African 
Petroleum Industry Association：SAPIA）は、将来的にガソリンの国内需要はタイト化する

ものの、軽油については生産能力が需要を上回っており、余剰傾向が続くと予想している。

このことから、今後も軽油を中心とした輸出が続くものと思われる。 
 

表３－19 南アの石油製品販売量 
単位：1000kl 

 ガソリン 軽油 灯油 Jet 燃料 重油 LPG 

1990 8,612 5,273 723 866 576 434 

1991 8,906 5,130 725 861 526 464 

1992 9,171 4,950 743 1,009 549 465 

1993 9,202 4,940 834 1,095 595 454 

1994 9,630 5,110 875 1,193 633 485 

1995 10,153 5,432 850 1,368 616 472 

1996 10,566 5,759 917 1,601 704 450 

1997 10,798 5,875 970 1,777 635 502 

1998 10,883 5,959 1052 1,877 574 523 

1999 10,861 5,993 1054 1,995 561 540 

2000 10,396 6,254 857 2,020 555 567 

2001 10,340 6,488 786 1,924 555 599 

2002 10,335 6,831 745 1,967 536 586 

2003 10,667 7,263 769 2,099 528 558 

2004 10,985 7,679 797 2,076 569 563 

2005 11,165 8,115 761 2,180 489 550 

2006 11,279 8,708 738 2,260 476 605 

出典：The South African Petroleum Industry Association（SAPIA） 

 
（３）ガス 

南アの石油・ガス開発の歴史は 1973 年にさかのぼる。当時、国営の石油・ガス開発会社

ソエコール社（現 PetroSA）が西海岸沖でガス、石油埋蔵を確認したものの、採算が合わ

ずに採掘を行わなかった。同社はその後、Mossel bay 沖で石油・ガス採掘に成功し、1992

年に天然ガスの商業生産を開始、1997 年には同じ地域のオリビ油田で石油採掘も開始して

いる。南アには、約 0.8 兆立方フィートのガス埋蔵量があるとされており、現在、南ア東



－30－ 

岸、西岸で開発が進められている。政府は、ガス開発を促進するために、2002 年にガス法

を制定し産業のフレームワークを作成、法律面ではガス開発規制組織の設立とライセンス

の発行基準を定めたほか、パイプライン産業をガス田から利用者まで３段階に分けた構造

に規制している。南アのオフショアの石油・ガス開発ライセンスは、ペトロリアム・エー

ジェンシーSA が発行しており、現在 11 社が試掘・調査を実施している。国内におけるガ

ス供給は、Egoli Gas、SASOL GAS の２社が行っている。Egoli Gas は、SASOL からガスを

購入し、約 80％を 13,000 軒の一般家庭に、残り 20％を工業、商業需要家に供給している。

SASOL GAS は、SASOL の化学工場で生産される石炭ガス、合成石油工場から生産される

メタンガスを 1,500km のパイプラインを通じて、ハウテン州、ムプマランガ州、クワズー

ル・ナタール州の工業中心に 600 の顧客に供給している。同社はこれまで合成ガスのみを

使用してきたが、モザンビークの天然ガスから供給を開始することを予定している。 
一方、天然ガスは国内生産と輸入をあわせて 380 万 toe が国内に供給されているが、ほ

とんどが PetroSA にて合成油の原料となっている。2006 年では、2,000ktoe の能力で、稼働

率を 70％とすると 1,400ktoe の合成油（2006 年の天然ガス消費量は 3,794ktoe）を生産した

ことになる。これらは、製品としてはガソリンや軽油である。 
 

（４）原子力 
南アでは、現在、西ケープ州 Koeberg に所在する、Eskom 社所有の原子力発電所（発電

力：1,930MW、PWR 反応炉×２基）が稼動している。また、Eskom 社は、2010 年の実用

化を目指して政府や多国籍企業と共同し、非常に安全、かつ高効率な原子力発電技術であ

るペブルベッド型原子炉（Pebble Bed Modular Reactor：PBMR）の開発に着手している。

Koeberg 発電所から排出される中低レベルの核廃棄物は、南アフリカ原子力エネルギー公

社（South African Nuclear Energy Corporation：NECSA）（前 Atomic Energy Corporation）が

運営する Vaalputs 廃棄物施設（北ケープ州）で処理されている。 
 
３－３ エネルギー多消費産業のエネルギー需給体制 

３－３－１ 産業別エネルギー消費 
（１）産業の特徴 

南アの産業といえば、金やダイヤモンドに代表される鉱物資源である。図３－３に示さ

れるように、金とダイヤモンドは埋蔵量で 2005 年はそれぞれ世界第１位、第５位に、さら

に 2006 年はマンガンと白金族は第１位、バナジウムとジルコニウムと第２位となってい

る。エネルギー資源である石炭も 2005 年には第５位となっている。南アの輸出額上位３品

目は、プラチナ、金、石炭で鉱物資源が占めている。輸出品目第１位のプラチナは 2005

年にはそれまで最大の輸出品目であった金を抜いてトップにたった。南アのプラチナ生産

量は世界の４分の３を占めており、ほぼ独占的な供給国といえる。南アの最大の輸出相手

国は日本であり、対日輸出額の半分をプラチナが占めている。 
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ktoe 

1990 1995 2000 2005 2006
3,464 3,658 3,111 4,525 4,660

0 83 109 88 90
31 48 41 45 46

115 147 233 227 231
958 1,398 1,268 1,822 1,848

1,494 1,337 1,103 1,618 1,358
8,107 5,680 5,951 6,295 5,675
2,107 616 1,342 1,603 1,651

123 118 34 49 49
0 4 14 8 8

12,935 9,431 10,095 11,755 10,956  
IEA  
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3,315 469 1,890 0
955 893 0

1,651 0
974 153 231 0

0
46 4 0
22 67 0

26 0
50 155 0

217 0
0

1,377 719 55 2,510 0
9 1,192 0 489 0

1,593 473 7 2,400 0
3,186 850 0 3,274 8,238  

IEA  

 
Gross Domestic Product GDP

 



34  

 
 

 
 

1990 1995 2000 2005 2006
65,194 64,562 63,391 68,818 68,726
28,461 28,141 29,160 33,923 34,401
11,532 11,189 9,478 8,282 7,995
13,579 15,046 17,275 18,683 19,329
20,701 21,150 22,802 26,269 27,354
5,672 4,886 4,539 6,029 6,244

10,626 10,353 10,226 14,049 15,798
13,695 12,979 14,993 15,924 17,300

16440.0 14444.1 18186.8 19288.3 19709.6
12323.7 16544.0 22780.8 29901.6 33133.2

6819.1 6147.3 9666.6 9870.4 10364.9  
 

 
GDP GDP

GDP

GDP

GDP
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toe/$  

1990 1995 2000 2005 2006
0.37 0.39 0.34 0.46 0.47
0.00 0.02 0.03 0.02 0.02
0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
0.06 0.07 0.09 0.08 0.08
0.32 0.46 0.39 0.48 0.47
2.58 0.88 2.05 1.85 1.84
5.29 3.81 4.04 3.11 2.49
0.76 0.71 0.51 0.71 0.54
0.05 0.06 0.01 0.02 0.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
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ktoe  

2006
5,675
4,660
1,848
1,651
1,358

231
90
49
46
8
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1,377 719 55 2,510 4,660

0 0 955 893 1,848
0 0 0 1,651 1,651

974 0 153 231 1,358  
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る。これはアフリカ最大の水力発電計画で、南アへの水供給とともにレソト国内に 180MW の

電力を供給する。南アは南部アフリカの水使用の 80％を占めるが、国内に利用可能な水資源は

10％しかない。こうしたなか、Ingula 社では、オフピークの電力を利用して 333MW の揚水発

電所を４カ所に建設中で、2013 年には完成予定である。一方、Tubatse 揚水発電（建設主不明）

は、建設が延期されることになった。当発電所は 2014 年運開をめざしていたが、最近の経済悪

化により延期される。 
 

３－４－５ バイオ燃料 
バイオ燃料の原料作物にはいろいろなソースがあるが、南アでは大豆など食物系作物を想定

している。そのため、食物との競合をどう協調させてゆくのかが課題となっている。さらに、

石油製品や合成油と調和させながら、バイオ燃料を市場に浸透させてゆくかという課題も残っ

ている。一方、広い意味でのバイオマス資源、すなわち薪炭は地方において家庭用料理・暖房

用に使用されている。しかし、資源である木材が枯渇している地域も出てきているとの報告も

ある。 
 
３－５ 各種エネルギー政策 

３－５－１ 担当省庁 
南アのエネルギー担当省庁は表３－27 のとおり DOE であり、エネルギーの効率改善に関し

ては、DOE のなかのエネルギー効率・環境局（Directorate of Energy Efficiency and Environment）
が担当している。 

 
表３－27 南アのエネルギー関連政府機関 

組織名 部･局 
総括事務局 
（Office of The Director-General） 
エネルギー効率・環境局 
（Directorate of Energy Efficiency and Environment） 
エネルギー計画・クリーンエネルギー部門 
（Hydrocarbons, Energy Planning and Clean Energy 
Branch） 

エネルギー省 
（DOE） 
 
 
 

エネルギー計画 
（Energy Planning） 

通商産業省 
（DTI） 

インフラ計画 
（Directorate of Infrastructure） 
国家ビジネス協定 
（NBI） 

エネルギー関係の団体 
（Energy related Organizations） 

国家エネルギー規制局 
（National Energy Regulator of SA） 

中央エネルギー基金 
（CEF） 

国家エネルギー効率庁 
（National Energy Efficiency Agency） 
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エネルギー開発会社 
（Energy Development Corporation） 

 
 
 
 

南アフリカエネルギー研究所 
（SANERI） 

出典：各種資料より作成 

 
実際のエネルギー供給では、電力は Eskom、石油は PetroSA や外資系企業（Shell、BP、Mobil、

Caltex、Total）、石炭は大炭鉱集中型といわれる、Ingwe、Anglo Coal、SASOL の大手３社で全

生産量の 80％を占めている。南アのエネルギー関連事業に進出している内外の企業は、以下の

とおりである。 
 

表３－28 エネルギー部門への主要企業 

エネルギー 企業 

石炭 Ingwe（国内）、Anglo Coal（国内）、SASOL（国内）の大手 3 社が全生産量の

80％を占めている。 
石油 Engen（国内）Shell（外資）、BP（外資）、Caltex（外資）、Total（外資）の内

外の大手企業で、石油採掘、石油製品販売が行われている。 
SASOL（石炭から石油製品）と PetroSA（天然ガスから石油製品）は、国内資

本で、合成油の製造販売を行っている。 
天然ガス Egoli Gas（国内）、SASOL GAS（国内）により供給されているが、大半は PetroSA

に供給され、合成油の原料になっている。CEF 傘下の iGAS がパイプラインの

敷設の責任を負っている。 
電力 Eskom（国営企業）により全国の 95％の電力が供給されている。 
配電 配電は Eskom と 415 の地方自治体により行われている。地方自治体は南アの

全需要家のうち 60％、販売電力量で 40％の供給を行っている。 
原子力 NECSA によって、放射線、信頼性管理が行われている。 

 
３－５－２ エネルギー政策 

1998 年に作成されたエネルギー白書をもとに 2007 年に作成された「Energy Security Master 
Plan - Liquid Fuels」が、現在のエネルギー政策の指針である。本計画は、「液体燃料の安全保障

戦略」として作られたものであるが、直近のエネルギー政策を知る上で重要である。以下に本

マスタープランの概要を示す。 
 

（１）エネルギーマスタープラン（液体燃料）の目的 
本マスタープランの短期的な目的は「液体燃料供給体制の開発と液体燃料の需要とエネ

ルギー危機の管理」で、長期的には「エネルギー問題を需要、供給、マクロ経済、地政学、

気候変動なども統合」することである。さらにエネルギーの転換、輸送、需要などの戦略

を十分に情報収集したうえで構築できるようにする。また、これらは、環境や経済への負

の影響を最小にするものでなくてはならない。DOE は、最近の電力不足問題や世界の関心

がエネルギー問題に集まっていることを考慮して、以下の３項目を液体燃料の安全保障戦

略の重要な柱とした。 
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①短期的には、経済成長と開発を維持するためのエネルギー供給策の構築 
②中期的には、複雑なエネルギー問題を解決する政策 
③長期的には、エネルギー戦略と経済の成長と開発を維持するための戦略 

 
（２）アクションプラン 

アクションプランとしては、短期から中期におけるアクションプランと中期から長期に

おけるアクションプランとがあるが、短期から中期には「各種インフラの整備」が中心で、

中期から長期には、「政策とこれを実行したときの検証手段の確立」が重要であり、具体的

なアクションプランは以下のとおりである。 
①石油最終製品を地方で生産することを押し進め、かつ最終製品の 30％は少なくとも国

内の原材料を使用する。 
②気候変動はエネルギー計画の重要な要素であり、それゆえに、エネルギーモデルプロ

セス（エネルギー戦略を構築する方法）とは一体化する必要がある。一体化とはエネ

ルギーデータ収集と気候変動モニタリングを同時に行うことである。 
③少なくとも南アと取引をする国々との間では、燃料の仕様と他の基準（住宅やビルの

基準）などとの整合性が必要で、エネルギー供給のセキュリティー確保には、グロー

バルな燃料仕様の採用が必要である。 
④南アの 80％以上の原油は民間企業によってイランやサウジアラビアからまかなわれ

ている。これは、南アのエネルギー安全保障を危うくする。将来は、国営企業である

PetroSA によって 30％ほどの原油が購入されるべきで、そのためのタンカーなどが必

要とされている。 
⑤液体燃料の地方での生産を促進するための輸入政策は、今後とも継続されるべきであ

る。 
⑥エネルギーセキュリティーの最大の目的は、すべての国民の経済活動に応えることで

ある。そのためにもエネルギー消費効率の向上がすべてのエネルギー消費者に求めら

れる。エネルギーの需要側管理（Demand Side Management：DSM）アプローチには、

適切なエネルギー提供者の形態といった問題も含まれる。DSM は、工業部門から交通

部門にいたるまで幅広く実施されるべきである。南アの原油は早晩使い尽くし、数年

以内には原油換算で 90％以上が海外から輸入されるものと思われる。 
⑦石油部門は、国が投資するのか民間が投資するかにかかわりなくインフラ投資の必要

性を求めている。そのため、「独立したエネルギー計画調整局」を設置することが求め

られる。 
⑧液体燃料の安全確保のためにいくつかのシステムや施設が求められる。エネルギー不

足発生時のコストと安全保障のためのコストを比較すると後者の方が格段に安い。エ

ネルギーのピーク需要の問題を解決する方法は戦略備蓄である。 
⑨南アの液体燃料部門での最も重要なインフラ投資は、パイプラインの建設である。こ

れは、2010 年の第２四半期には完成しなければならない。Petronet がパイプランを建

設する必要があるが、資金調達のためリッター当たり最大１セントの税金が認められ

るべきである。 
⑩パイプランができるまでの暫定措置として鉄道輸送車両を使って必要なところにエネ
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ルギーを輸送する必要がある。例えば、Spoornet（鉄道オペレーター会社）を改良し、

輸送時間を短縮するという方法も検討されるべきである。 
⑪港での石油製品荷揚げの最適化を図るために港湾オペレーションを独立した機関に集

約する必要がある。独立した港湾組織はあらたな参加者を導き入れる可能性もあるし、

さらに、最適なオペレーションを行うことも望める。 
⑫Moerane 調査（DOE がエネルギー危機対策の提言を依頼したコミッション）によれば、

石油業界では、商業用在庫として 28 日分をもつべきとしている。この費用は航空業界、

電力業界にも適用されるべきである。これらの費用は最終的には石油消費者によって

支払われるが、費用は４セント／リッター程度で備蓄のための施設の建設に使われる。 
⑬エネルギー計画を通しての南アの発展には、エネルギー政策を評価するシステムが必

要である。そのため、エネルギーモデリング能力の開発が必要で、これはまたエネル

ギー関係者のさまざまな役割を明確にすることでもある。 
 

３－５－３ エネルギー効率改善政策 
南アのエネルギー効率改善に関する政策は、2005 年３月に政府承認された。それは、2015

年までに 12％のエネルギー効率の改善を行うものである。内容は、「Energy Efficiency Strategy of 
the Republic of South Africa」（以下「エネルギー効率改善戦略」）に記載されている。このなか

には、Eskom の DSM や地方自治団体自身のエネルギー効率改善戦略などが含まれている。ま

た、産業界では DOE の戦略をコミットするために、2008 年 11 月に 44 の企業と団体が、DOE
や Eskom とともに共同で、エネルギー効率改善の協定（Energy Efficient Accord）にサインした。 

 
（１）DOE のエネルギー効率・環境局の目的 

エネルギー効率改善戦略の中でエネルギー効率・環境局の役割と目的は、以下のとおり

である。 
①エネルギー効率改善促進の実施、工業、商業、家庭、交通、農業などでのエネルギー

セクターの標準と規範の設定 
②エネルギー効率改善政策、戦略、ガイダンスなどの開発 
③情報提供、エネルギー効率改善や環境問題などの能力開発 
④エネルギーの持続的な開発 
⑤エネルギー利用に関する負のインパクトの緩和 
⑥エネルギー効率改善技術、環境的なクリーンエネルギー技術の促進 
⑦国連のエネルギー持続的開発委員会を含む国際的な協調と協力の促進 

 
（２）セクター別エネルギー効率改善策 

DOE が現在推奨しているセクター別のエネルギー効率改善策は、先の戦略のなかで、以

下のように指摘されている。 
 

１）家庭部門でのエネルギー効率改善 
南アの家庭では 26％の最終エネルギーを消費している。これらは照明、断熱材、エネ

ルギー節約タイプの機器を購入するなどして省エネルギーを行うことができる。家庭で
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の省エネに関する重要な方策は建物ごと省エネを行うことである。 
建物は、外気から内部を分離するために、ドア、屋根、窓、壁、土台基礎などすべて

において遮蔽が必要である。建物の断熱はいろいろな方法があるが、二重の窓やドアは

熱ロスを少なくし、温暖な地方での窓ガラスの特別な加工により、日照による室内の温

度上昇を防ぐ。また、天井や床、壁に断熱材をはめ込むことも有効な手段である。 
冷暖房は最もエネルギーを必要とする器具である。また、水を加熱するエネルギーや

お湯を節約することで、エネルギーの節約ができる。今日では、高効率な洗濯機、冷蔵

庫、コピー機、コンピュータなども利用可能であり、蛍光灯などエネルギー効率のよい

照明器具も販売されている。 
家庭でのエネルギー節約の方法は、以下のとおりである。 
①調理時の節約 
②電気と水の節約 
③冷暖房時の節約 
④家屋建設時の節約 
⑤リサイクルでの節約 
⑥再生可能エネルギーの利用 

２）商業部門でのエネルギー効率改善 
商業セクターでは、2006 年には最終エネルギーの７％を使っているが、GDP では、全

体の 43％を生み出している。電気は照明、加熱、エアコン、事務機器などに利用されて

いる。商業ビルの省エネを推進するビルデザインやビル・エネルギー管理システム

（Building and Energy Management System：BEMS）などがある。 
３）産業部門でのエネルギー効率改善 

南アでは、約 40GW の発電能力があるが、産業部門は電気やエネルギーの最大の消費

先である。2006 年では最終エネルギーの 40％が産業部門で消費されている。このうち

10％は低投資や投資なしで省エネできるといわれている。南アでのエネルギーを消費す

る産業部門には８つのサブセクターがある。すなわち、鉱業、鉄鋼、化学、非鉄金属、

非金属、窯業、製紙、食品タバコであるが、このうち鉱業と鉄鋼で特にエネルギー消費

が多い。 
産業部門でのエネルギー効率改善策は、ボイラーの効率改善、コンプレッサーの空気

漏れ防止、冷蔵設備のコンデンサーの清掃、蒸気トラップの保守、断熱材の保守、遮熱

保温材の導入などである。エネルギー効率改善戦略における産業部門での設備装置別の

エネルギー効率改善は、以下のとおりである。 
①モーター 

南アの産業部門での電気消費の 64％はモーターでの消費である。高効率モーターを

使うことで、12％の節電になるといわれている。 
②スチームシステム 

スチームシステムの改善により、20％のスチームを改善することができる。改善の

方法として、スチームや凝縮水の回収、ラインの断熱、スチーム漏れの廃絶、スチー

ムトラップの適切なメンテなどがある。スチームラインのボイラーへの凝縮水の回収

は、エネルギー効率には不可欠である。 
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③エアーコンプレッサー 
エアーコンプレッサーは、空気圧縮機、噴霧器、攪拌機、混合機などに使われてい

るが、エアーコンプレッサーの最適化により 20～50％のエネルギーが節約されると言

われている。また、可変速度のコンプレッサーは省エネタイプで、これらの空気漏れ

を防止することは重要な省エネ方法である。 
４）交通部門でのエネルギー効率改善 

液体燃料は、交通機関にとってエネルギーの貯蔵や効率の面で有効な燃料である。過

去 20 年間をみると交通部門は石油産業にのみ貢献してきた。交通部門は同時に環境汚染

ももたらしている。交通部門の走行距離あたりのエネルギー消費の効率を上げることで、

環境負荷を減らすことができる。 
2008 年７月から自動車工業は、DOE と協力して、燃費向上の基準を導入した。そし

て CO2排出量のテストやディーラーベースではあるが新型自動車のラベリングシステム

を導入した。 
５）セクター別エネルギー効率改善目標 

エネルギー効率改善戦略におけるセクター別目標とアプローチは、以下の表のとおり

である。 
 

表３－29 エネルギー効率改善戦略におけるセクター別目標とアプローチ 

セクター 目標 概要とアプローチ 
鉱工業 15％削減 （概要） 

全体の消費量の 40％（2006 年）も同部門で消費 
エネルギー多消費産業（鉱業、鉄鋼、非鉄金属、製紙、石油化学など） 
（削減量） 
世界の最高と比し 50％もの削減が可能なはず。少なくとも 11％。追加で 5％

-15％程度は可能なはず。 
（アプローチ） 
デモンストレーションによる推進、産業ごとの自主イニシアティブ、義務基準

の導入 
省エネ診断の義務化 

発 電 中間目標：15％ （アプローチ） 
発電：Eskom の DSM 計画による 
発電周辺設備：ポンプやファン等 

輸 送 ９％削減 （概要） 
エネ消費割合：27％ 
ガソリンとディーゼルが道路輸送の主である、輸送用の石油の輸入の経済への

影響が大きい 
（アプローチ） 
輸送部門燃料消費効率の向上、自動車の燃費ラベリング、自動車の定期点検の

実施・支援、高効率車促進のための規制・基準等の導入、広報、国の輸送構造

転換 
商 業 15％削減 （概要） 

消費量割合は少ない（7％） 
空調・換気・照明機器が主対象 
建築計画段階での改善が必要 
（削減量） 
低・中コストで削減可能な量は 25％を超えるはず。 
（アプローチ） 
政府による省エネ意識向上政策、建物の省エネ効率基準と建物省エネ診断プロ
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グラム、建築計画への省エネ概念導入と改修時の省エネ技術導入、エネルギー

ラベルの導入、オフィスビルの基準の義務化 
民 生 10％削減 （概要） 

エネルギー消費割合は約 26％ 
地方ではバイオマスが主だが電化政策により全体で電力消費は伸びている。 
新築建物での断熱や機器ラベリング・基準、教育・広報が重要 
（アプローチ） 
省エネによる経済性の理解の推進、機器ラベリング導入、省エネ投資を促進す

るデモプロジェクト、高所得（つまり多消費）家庭、及び被補助家庭での改善、

住宅省エネ基準の義務化 
出典：Energy Efficiency Strategy of the Republic of South Africa 

 
（３）エネルギー効率改善と再生可能エネルギーのための能力開発プロジェクト 

エネルギー効率改善プロジェクトは、デンマークと南アの政府間で行われたエネルギー効率

と再生可能エネルギーのための能力開発プロジェクト（the Capacity Building Project in Energy 
Efficiency and Renewable Energy Project：CaBEERE）で４～５年かけて、2005 年 12 月に終了し

た。成果品としての CaBEERE の資料は以下のとおりである。 
１）エネルギー効率に関する戦略、政策、制度などの提案 
２）再生可能エネルギーに関する戦略、政策、制度などの提案 
３）以上の能力開発を目的とした南ア及びデンマークでの研修 
４）ステークホールダーへの意識の向上 

 
これらの調査内容は以下のとおりであるが、今後は、DOE と関係する機関によって継続され

ることになっている。 
①エネルギー効率化に関する調査内容 

・エネルギー効率化のベースラインと省エネの見通し 
・公的ビルのエネルギー監査 
・エネルギー機器のラベリングシステム 
・エネルギー効率改善戦略 
・家庭でのエネルギー節約 
・工業部門のエネルギー管理 
・工業製品の標準規定 
・商業部門のエネルギー効率化 
・ターゲットのモニタリング 
・DME（現在の DOE）の設立 
・国家エネルギー規則 
・ビル監査のトレーニング 
・トレーニング 
・実施プログラム 

②再生可能エネルギーに関する調査内容 
・水力発電のベースライン 
・太陽光発電のベースライン 
・風力発電のベースライン 
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・再生可能エネルギーの技術標準 
・再生可能エネルギーのマクロ経済分析 
・再生可能エネルギーの市場形成 
・発電のための埋立てガス資源利用 
・埋立てガスの管理 
・埋立てガスの計算 
・バイオビジネスの評価 
・南アの風力モニタリングプログラムの仕様 
・再生可能エネルギーIPP 事業者への情報提供 

 
３－６ 中長期における最適エネルギーバランス 

３－６－１ 供給サイドにおける中長期的施策の検討 
南ア全体の一次エネルギー供給は、国内に豊富に存在する石炭が全体の 78％を占め、ほとん

どを輸入に依存する石油が 19％、残り３％が天然ガスという構成である（いずれも 2006 年の

石油換算値）。さらに石炭は、電力用に 61％、石炭液化に 18％、最終消費にて 15％が消費され

る。一次エネルギー供給面からみて石炭、特に電力用、石炭液化が既存システムのなかでは効

率化の重点対象といえる。一般に天然ガスによるコンバインドサイクル発電のエネルギー転換

効率は、石炭発電に比べ 10％以上の改善が期待できるが（最新技術での比較）、天然ガスは国

内に乏しく輸入に頼らざるをえず、自国で安価に調達可能な石炭との価格競争において不利な

位置にある。一方、原子力発電については国内でウランが調達可能であり、今後の多くの導入

が期待されている（現在の 1.9GW から 2026 年までに 20GW 相当分を新規原子力と想定）。原

子力導入にあたっては、最近の設備の急騰、地元対策、運転員の安全教育、放射性廃棄物処理

などクリアすべき課題は多い。 
 

３－６－２ 需要サイドにおける中長期的施策の検討 
（１）全般 

エネルギー効率改善に関する政策は、2005 年３月に政府承認された。目標は 2015 年ま

でに想定予測値（ベースライン）に対して 12％のエネルギー効率の改善を行うものである。

この目標は、産業・商業が 15％、民生が 10％というようにブレークダウンされている。 
一方これとは別に、電力の安定供給から Eskom は短期的に 3,000MW のピーク電力削減

（大口消費者には一律 10％のピーク電力削減を要請）を目指している。Eskom のピーク削

減プログラムは、エネルギー効率の高い小型蛍光灯（Compact Fluorescent Lamp：CFL）へ

の交換、料金制度上のインセンティブ／ディスインセンティブの付与、ソーラーヒーティ

ングシステムの導入支援、リップルコントロール（電気温水器（ギーザー）の遠隔操作）

の設置などがある。 
 

（２）産業セクター 
鉄鋼、化学、非鉄金属、窯業・ガラスの４種で全製造業のエネルギー消費量の 96％にな

る（2006 年）。鉄鋼が最も大きく全体の 52％を占める。次に大きいのが化学の 17％である。

いずれの業種も今回調査で訪問できなかったのでマクロデータ上からのみの評価しかでき
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なかった。 
以下に日本と南アのマクロデータ比較からの考察を述べる。マクロデータはその信用性

（特に南ア側）、定義の統一性、取扱製品の相違などの問題があり、相当の誤差が含まれて

いる可能性がある。 
①鉄鋼 

単純に南アと日本の鉄鋼業のエネルギー原単位（生産量ベース）を比較した結果、南

アは日本の約５倍もの数値を示した（2006 年）。ただ、南アの鉄鋼の生産量として表示

されている数字が日本の数字と比較してすべて捕捉されておらず、原単位が大きく表れ

ている可能性がある。 
一方、南アだけの推移をみると 1990 年から 90 年代後半にかけて約半分に改善され、

以降ほぼ横ばいとなっており、ある程度の効率化技術は導入されているものと考えられ

る。 
南アには世界的大企業であるアルセロール・ミッタル社が進出しているが、調査団が

行ったアンケート結果ではトップマネージメントの省エネ意識は高いものの、従業員の

意識はそれほど高くなく省エネ推進体制の人材確保が課題とされている。 
②化学 

化学部門は製品が多岐にわたり、その生産量を捕捉することは困難であり、生産量で

のエネルギー原単位比較は行わなかった。GDP でのエネルギー原単位比較では、南アは

日本の３倍以上の値を示している（2006 年）。しかしながら日本に比べ南アの GDP エネ

ルギー原単位はばらつきが大きくデータの信憑性が薄い（2005 年値が 2002 年値の 1.7
倍を示すなど）。 

また、南アの化学部門の大きなシェアをもつとみられる SASOL 社は世界的大企業で

あり数値ほどの効率ポテンシャルがあるとは考えられない。前述の「基礎研究」の際の

アンケート結果では、トップマネージメント、従業員とも省エネ意識は高く、社内省エ

ネ体制もうまく機能しているとの回答が得られている。 
南アだけの推移をみると、エネルギー消費の大勢を占めていた石炭は、2000 年以降、

電力とガスに完全に転換されており、これに伴い最新機器への取替えがなされたものと

想定され、ある程度の効率化が図られたものとみられる。 
③非鉄金属 

南アのエネルギー原単位（エネルギー消費／生産量）は、日本の 3.5 倍という数値が

得られた（2006 年）。異なる製品を比較している可能性が高く、比較は難しい。 
④窯業（セメント） 

南アのエネルギー原単位（エネルギー消費／生産量）は、日本の 4 倍である。南アの

セメント企業のひとつである PPC 社からのアンケートでは、社内省エネ組織を育成中な

がらも、やはり人材の確保を課題としている。 
 

（３）商業セクター 
商業セクターは南ア全体の最終エネルギー消費の 7％と割合は小さいが、省エネポテン

シャルの大きいセクターとみられる。ホテル管理を主体にしている Liberty 社は、前述の「基

礎研究」の際のアンケートによれば省エネ推進組織や人材、予算とも不十分と認識してい
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る。一般に商業セクターの中でもホテル部門はエネルギーコスト削減への意識は高いが、

ホテル部門でさえも不十分である状況をかんがみると、商業ビル全般においても省エネ活

動が不十分な可能性がある。 
なお、SASOL 社の Annual Report には、自社の本社ビルの電力削減に取り組んだ結果、

34％の消費削減に成功したとの報告もある。 
 

（４）家庭セクター 
家庭では 17％の最終エネルギー需要を消費している。電気が配電されている地域は、ほ

ぼすべて電気でエネルギー消費がまかなわれている（つまりオール電化）。電気温水器（ギ

ーザー）、調理、電灯、エアコンなどの電気消費が大きい。特に、ギーザーの電力消費量は、

世帯当たりの電力消費量の 30％程度を占めるといわれており、このエネルギー効率化が求

められている。この対策として政府が力をいれているのはソーラー温水器の導入支援で、

これにより 50％程度の電力消費の削減が期待できる。 
家電製品の効率化として期待されているのはラベリング・基準制度で、今後すべての家

電製品（冷暖房機器、電灯、洗濯機、冷蔵庫、テレビなど）に導入される計画である。家

庭セクターは、個々の電気製品は技術の進歩により漸次効率改善されていくが、それ以上

に電気製品の旺盛な購買需要から全体として消費は増えていく方向に向かうものとみられ

る。 
 

３－６－３ 中長期における最適エネルギーバランスのための対策 
需給両面から見た南アのエネルギーセクター全般に関する包括的な印象を、以下にまとめる。 

 
（１）エネルギー供給 

・一次エネルギー供給は、当面石炭のみに依存。 
・国産資源として豊富な石炭を保有するので、（特に昨今の世界の経済状況等を踏まえて

も）、あえて輸入に依存する天然ガス（LNG を含む）などを追加的に導入することは

現実論から厳しいと思料。 
・多様化を念頭に俯瞰した場合、新規供給源として挙げられているのは原子力と再生可

能エネルギーであるが、原子力は Eskom が今後 20 年程度で 20GW を順次導入見込み。

再生可能エネルギーとしては、風力、バイオマス等が期待されているが、安定電源と

して期待されるには時期尚早の感がある。太陽熱ヒーティングも期待されているが、

住宅用に限定的。 
・何時まで石炭のみの「Mono-Culture」で受容されるのかは甚だ疑問であるが、中長期

的には、「エネルギー供給のセキュリティー」の見地から多様化の意図が明示されてい

る。エネルギーの多様化に伴い、例えば、ガスの導入により石炭ガス化複合発電

（Integrated coal Gasification Combined Cycle：IGCC）が採用でき、高効率な発電の実

現はエネルギー効率向上に資すると考えられる。 
・電力部門については、クリーンコールテクノロジーの一端である石炭燃焼技術を適用

したボイラーの導入、或いは転換を念頭に、発電の部分に今後の検討・考察対象があ

るように思われる。 
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・配電の部分については、City Power に 12％のロスがあるとの報告もあり、効率改善の

余地がある。設備の老朽化と盗電が非効率の主原因との指摘があった。 
 

（２）エネルギー需要 
・現状でのエネルギー多消費とされる工業の内容をみると、元来（精錬における電炉等）、

より多量のエネルギーを消費する性格のものであり、日系企業の参画する最近稼動し

た設備については世界でも最新鋭の生産設備であり、エネルギー効率改善の余地はな

いものと思われる。 
・製鉄、化学等のプロセス産業については、特定の世界規模の事業者が操業している場

合には立入ることは難しい。これら大企業は、Eskom の供給信頼度の低下により自衛

的に自家発電を保有していく意向をもっている。 
・業務部門については、照明や空調等の設備等を含む建築物の計画・設計、運用･管理に

省エネが徹底されていない傾向がみられ、今後計画･建設される商業施設や複合住宅な

どには、コジェネの導入についても検討の余地があると思われる。 
・家庭部門については、ギーザーの改良あるいは、太陽熱の利用といった方向で検討さ

れているが、ヒートポンプ型温水器などの日本の技術が活躍できそうなマーケットが

ある。 
・需要家側の消費削減目標として、2015 年までに 12％のエネルギー効率改善、電力危機

対応として 10％の電力消費削減などが打ち出されている。このための方策として、短

期的には Eskom が DSM 方策（需給調整契約、ソーラー温水器促進、CFL 配布など）

を実施し、中長期的には、DME または新規に設立される NEEA により、消費者サイ

ドの各種省エネ方策が検討されている（エネルギー管理制度やラベリング制度、各種

啓蒙活動）。 
・省エネ方策は、スキームのデザインをこれから実施していく段階である。 

以上の課題等を整理すると、 
①安価なエネルギー価格でのエネルギー消費効率の向上 
②家庭セクターでのギーザーの効率改善 
③エネルギー最適化の計画 
④交通燃料の開発 
⑤工場での熱回収や熱に関する省エネ対策 
などが必要とされているのがわかる。 

2008 年下期に実施した本調査の先行研究における、南アエネルギー関係者とのインタビュー

から抽出された課題及び調査団が抽出した課題を整理すると表３－30 のとおりとなる。 
 

表３－30 最適エネルギーバランス構築のための課題と対策 

分 類 課題 対策 

エネルギーの転換による

化石燃料削減 
＊最適化シミュレーションを行

うためのモデル構築が不十分。

＊電気料金が安く、再生可能エ

ネルギー導入の支障となって

＊高効率な IGCC の導入を目指

すも調達価格が高い。 
＊新規発電所建設コストの電気

料金への転嫁。 
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いる。 
＊再生可能エネルギーのより効

率的、経済的な技術の開発。 

＊原子力の立地、運転員技術向

上、廃棄物処理など。 

産業セクターにおける効

率化 
＊省エネ方策をとる対象として

は産業分野に優先順位がある

と考えている。 
＊省エネの基準となる原単位が、

施設別・産業別で正確に把握で

きていない。 
＊エネルギー管理制度導入より

効率化が優先され、企業競争力

がそがれないように留意が必

要。 
＊日本による協力の可能性とし

ては特にトレーニングが効果

的。 

＊産業セクターは全最終エネル

ギー消費の 35％を占める最大

消費セクターである（次点は

交通セクターの 26％）。 
＊産業セクターは他セクターに

比べ効率化のための枠組みづ

くりが容易。 
 

商業セクターにおける効

率化 
＊ESCO（といわれる）会社は 120

程あるが、質もよくなく経験も

ない。 
＊ESCO 会社への信頼を損なっ

ており、トレーニングが必要。

＊商業セクターは全最終エネル

ギー消費の 7％を占める。 
＊ビル管理者による省エネ活動

（電気設備の効率的な運転維

持管理）は不十分。 
家庭セクターにおける効

率化 
＊家庭セクターではギーザーの

効率改善が課題。 
＊家庭は（金銭的なインセンティ

ブがない限り）効果を出すこと

が困難。 

＊家庭セクターは全最終エネル

ギー消費の 18％を占める。 
＊一般に個別機器の効率は買換

時に自動的に改善されるが、

家庭トータルでみると電気製

品のさらなる購買で消費その

ものは増加する可能性が高

い。 
省エネ推進組織の構築 ＊省エネ方策は関連省庁間にま

たがるため、その調整が課題。

＊実施機関として NEEA が立ち

上がるが、SABS が行っている

一部業務も引き継がれる可能

性もある。 
＊省エネの各種方策を実施する

上で、最も必要なリソースは資

金であり、これが課題。 
＊各種方策の具体的なスキーム

デザインはまだ実施されてお

らず、これから詰めていくとい

う段階。 

＊すべての消費セクターに関わ

る効率化方策を実施する組織

能力向上が課題（ DME や

NEEA）。 
＊人材の訓練やスキームをデザ

インするための基礎データ集

約などが課題。 
＊エネルギー需給シナリオ策定

のためのシミュレーションス

キルに課題。 
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2 Eskom Eskom  
3 Eskom Annual Report , page  
4 Eskom Home Page “Funding shortfall forces slowdown on R .  bn ventures”, June ,  

Eskom 
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Eskom  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Camden Coal-fired RTS 400 400

Grootvlei Coal-fired RTS 590 585  1175

Komati Coal-fired RTS 120 240 310 285 955 2010

Ankerlig OCGT NEW 740 740

Gourikwa OCGT NEW 296 296

Arnot Coal-fired CUP 90 60 30 180 2010

Medupi Coal-fired NEW 798 1596 798 1596 4788 2012

Bravo (Kusile) Coal-fired NEW 803 1606 803 1606 4818

Ingula Pumped-storage NEW 1352 1352

Lima (Tubetse) Pumped-storage NEW 375 1125 1500 Eskom

Wind farm Renewable NEW 100 100 Eskom

1,200 1,921 440 285 798 3,751 2,404 2,774 2,731 16,304

RTS = Return to Service, CUP= Capacity Upgrade, OCGT=Open Cycle Gas Turbine
: Eskom Annual Report 2008, page 66 Eskom HP

Annual total MW

 
 

 

Generation mix
Generation mix

MW5 .

, MW , 6 MWx
= , MW , MW

Eskom
 

Tubetse; MW MW
 

7 IPPs
IPPs Eskom

IPPs  

 
 

                                                        
5 Eskom  
6 ,  MW  
7 JICA  
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 *1) 40,607 41,807 43,728 44,068 44,353 45,151 48,902 51,306 53,705

1,200 1,921 340 285 798 3,751 2,404 2,399 1,606

41,807 43,728 44,068 44,353 45,151 48,902 51,306 53,705 55,311

 (MW)

  *2) 36,513

4.0  %  *3) 36,513 37,974 39,493 41,073 42,716 44,425 46,202 48,050 49,972

2.3 %  *4) 36,513 37,353 38,212 39,091 39,990 40,910 41,851 42,814 43,799

4.0  % 14.5% 15.2% 11.6% 8.0% 5.7% 10.1% 11.0% 11.8% 10.7%

2.3 % 14.5% 17.1% 15.3% 13.5% 12.9% 19.5% 22.6% 25.4% 26.3%

*1) 2008 3 Eskom 38,744MW 1,013 MW + IPPs  850 MW

      *2) Eskom Annual Report 2008, page 216

      *3) & *4)  2009 7 15 Eskom Eskom 2009 2008

 (MW)

(%)

 
 

   
Eskom Generation Mix 
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Eskom  

 
Eskom  

 

 

8 Municipality level
Eskom  

Eskom
City of Johannesburg COJ

Eskom
COJ COJ Sweto

Eskom  
City Power National Energy Regulator of 

South Africa NERSA Eskom kV
~ kV ~ kV kV ,

9 / City Power ,
 

 

                                                        
8 EDI Annual Report /  (page )  
9 ”City Power Annual Report / ” 
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Eskom  

 
 

Johannesburg City Power  
 

City Power
/

Eskom SAIDI10 SAIFI11

City Power SAIDI SAIFI /
City Power SAIFI . = , / , = .

Eskom . 12 13  
 

 

 /  /  

   

 ,  , ,  

 N/A N/A ,  

/  
”City Power Annual Report / ” 

 

                                                        
10 SAIDI=System Average Interruption Duration Index =  
11 SAIFI=System Average Interruption Frequency Index =  
12 ”Eskom Annual Report ”, page  
13 SAIFI SADI . ”Electric Power Industry in Japan ”,JEPIC  



57  

 

. . .

City Power
 

 
 

 /  /  

.  .  

.  .  

.  .  

 .  

”City Power Annual Report / ” 

 
 

Eskom
City Power

Technical Loss City Power Industry Norm
Technical Loss Non Technical Loss

/ . Technical Loss Non Technical Loss
. Technical Loss

City Power Technical Loss
. 14

 
 

 
Eskom

EDI15

Eskom REDs
RED REDs

16 EDI REDs
17  

REDs Eskom
REDs Eskom REDs

                                                        
14 ”Electric Power Industry in Japan ”,JEPIC 
15 DME  
16 EDI Roadmap REDs EDI Annual Report, page  
17 Eskom NERSA, DOE, National Treasury, DPE, Department of Labor

EDI HP, Stakeholders  
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EDI
18  

 

 
Eskom Eskom

Eskom
Non-local authority rate Local authority rate

Eskom NERSA NERSA
Local authority rate .

Non-local authority rate Homelight19 . 20 Eskom
Consumer Price Index CPI

. CPI /
. CPI21  

Eskom
Retail Tariff Restructuring Plan  

/ NERSA  
 

 

 
time-of-use 22  

rate matrix  
Eskom

Eskom
NERSA Eskom

23  

Environmental Levy . /kWh  
 

                                                        
18 ”EDI Annual Report / ”,page  
19 Homelight  
20 Non-local authority rate . .

 
21 CPI / .  
22 kV TOU

 
23 ”Eskom Retail Tariff Restructuring Plan, Local-authority tariffs / ”, page  
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0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

3.00 

Tariff CPI
 

”Eskom /  Tariffs and Charges”, page , Appendix G  

Eskom CPI .  
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Voltage
VAT excl VAT incl VAT excl VAT incl VAT excl VAT incl VAT excl VAT incl VAT excl VAT incl VAT excl VAT incl VAT excl VAT incl

< 500V 119.71 136.47 31.09 35.44 16.60 18.92 33.40 38.08 20.44 23.30 14.28 16.28 R 2.98 R 3.40
 500V & < 66kV 115.89 132.11 30.13 34.35 16.09 18.34 32.36 36.89 19.83 22.61 13.86 15.80 R 2.72 R 3.10

 66kV &  132kV 111.70 127.34 29.06 33.13 15.55 17.73 31.21 35.58 19.15 21.83 13.40 15.28 R 2.65 R 3.02
> 132kV 107.80 122.89 28.08 32.01 15.05 17.16 30.15 34.37 18.51 21.10 12.98 14.80 R 3.36 R 3.83
< 500V 120.90 137.83 31.39 35.78 16.76 19.11 33.72 38.44 20.63 23.52 14.42 16.44 R 3.01 R 3.43

 500V & < 66kV 117.02 133.40 30.41 34.67 16.24 18.51 32.67 37.24 20.00 22.80 13.99 15.95 R 2.75 R 3.14
 66kV &  132kV 112.79 128.58 29.34 33.45 15.70 17.90 31.52 35.93 19.32 22.02 13.52 15.41 R 2.67 R 3.04

> 132kV 108.86 124.10 28.36 32.33 15.18 17.31 30.45 34.71 18.68 21.30 13.07 14.90 R 3.39 R 3.86
< 500V 122.08 139.17 31.69 36.13 16.89 19.25 34.04 38.81 20.83 23.75 14.55 16.59 R 3.04 R 3.47

 500V & < 66kV 118.19 134.74 30.70 35.00 16.39 18.68 32.98 37.60 20.19 23.02 14.11 16.09 R 2.78 R 3.17
 66kV &  132kV 113.91 129.86 29.62 33.77 15.84 18.06 31.81 36.26 19.49 22.22 13.64 15.55 R 2.70 R 3.08

> 132kV 109.95 125.34 28.61 32.62 15.33 17.48 30.75 35.06 18.85 21.49 13.20 15.05 R 3.44 R 3.92
< 500V 123.29 140.55 31.99 36.47 17.06 19.45 34.37 39.18 21.01 23.95 14.69 16.75 R 3.06 R 3.49

 500V & < 66kV 119.35 136.06 30.99 35.33 16.54 18.86 33.30 37.96 20.37 23.22 14.25 16.25 R 2.81 R 3.20
 66kV &  132kV 115.04 131.15 29.90 34.09 15.98 18.22 32.11 36.61 19.68 22.44 13.76 15.69 R 2.71 R 3.09

> 132kV 111.03 126.57 28.89 32.93 15.45 17.61 31.02 35.36 19.03 21.69 13.32 15.18 R 3.46 R 3.94

Service charge  [R/Account/day]

Voltage
VAT excl VAT incl VAT excl VAT incl

< 500V R 5.96 R 6.79 R 11.30 R 12.88
 500V & < 66kV R 5.46 R 6.22 R 10.36 R 11.81

 66kV &  132kV R 5.29 R 6.03 R 10.04 R 11.45 Administration charge  [R/POD/day]
> 132kV R 0.00 R 0.00 R 9.05 R 10.32

VAT excl VAT incl VAT excl VAT incl VAT excl VAT incl VAT excl VAT incl

4.81 5.48 0.00 0.00 2.51 2.86 1.97 2.25

Megaflex  [local authorities]

R 30.67 R 34.96

R 1,520.52

VAT excl VAT inclCharged on chargable
demand

R 42.59 R 48.55

Reactive energy charge  [c/kvarh]
Electrification and

rural subsidy
[c/kWh]

Environmental levy
[c/kWh]

VAT exclN
A

C
  [

R
/k

V
A

/m
th

]

Charged on utilised capacity

N
D

C
  [

R
/k

V
A/

m
th

]

High Season Low Season All Seasons All Seasons

Key customers

> 1 MVA

VAT incl

R 68.06 R 77.59
R 1,333.79

> 600km and
 900km

> 900km

Distribution network charges

> 1 MVA

Key customers

 300km

> 300km and
 600km

Active energy charge [c/kWh] Transmission network
charges [R/kVA/mth]

Transmission
zone

High demand season [Jun - Aug] Low demand season [Sep - Mar]
Charged on utilised capacity

Peak Standard Off Peak Peak Standard Off Peak

 
Eskom Home Page 

 
Notified Maximum Demand NMD  

NMD Eskom Eskom
Eskom NMD

NERSA NMD

 
allowable deadband  

NMD kVA

NMD

NMD NMD  
Eskom NMD NMD

NMD

NMD
DSM  
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NMD  
Exceedance Event Excess Exceeded NAC charge Excess Total

Month NMD MD MUC AUC limit (5% of NAC amount X AUC NAC charge network Reasons/explanations
(kVA) (kVA) (kVA) (kVA) NMD) number applicable (kVA) ( R ) (R ) charge (R )

1 5000 4800 5000 5000 5250 N/A 0 42,000 0 42,000 NAC MUC (5000)

2 5000 4900 5000 5000 5250 N/A 0 42,000 0 42,000 NAC MUC (5000) 

3 5000 5100 5100 5000 5250 1 No 100 42,840 N/A 42,840
1 NMD 5% 1 NAC

NAC 5100 x 8.4 R/kVA = 42,840
R 

4 5000 3600 5000 5000 5250 N/A 0 42,840 0 42,840
MD

5 5000 3800 5000 5000 5250 N/A 0 42,840 0 42,840

6 5000 3900 5000 5000 5250 N/A 0 42,840 0 42,840

7 5000 5050 5050 5000 5250 2 No 50 42,840 N/A 42,840
2 NMD 5% 2 NAC

NAC 5050 x 8.4 = 42,420 R
1 NAC 42,840 R

8 5000 4800 5000 5000 5250 N/A 0 42,840 0 42,840

9 5000 5010 5010 5010 5250 3 Yes 10 42,840 252 43,092
MD

10 5000 4800 5000 5010 5250 N/A 0 42,840 0 42,840

11 5000 5300 5300 5300 5250 4 Yes 300 44,520 10,080 54,600
5% (5,250 kVA)

12 5000 4800 5000 5300 5250 N/A 0 44,520 0 44,520
MD NMD NAC 4800 x 8.4 = 40,320 R

NMD NAC (44,520 R)
11

NMD; Notified Maximum Demand, MD; Maximum Demand, MUC; Monthly Utilized Capacity, AUC; Annual Utilized Capaciy, NAC; Network Access Charge

Approved changes to the NMD rules, Eskom March 2009 (Tariff Book)  
 

Johannesburg City Power  
Eskom Local authority rate

City Power
City Power Mayoral 

Committee 24 NERSA  
 

                                                        
24 City Power  
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City Power  

 
City Power Home Page 

 

City Power Home Page  
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４－３－４ 都市部料金徴収の現状（Johannesburg City Power の事例） 
City Power の需要家は、①18,000 件の大口需要家（City Power の電力販売収入の 60％以上を

占める）と②279,000 件の小口需要家、及び③60,000 件の貧困家庭需要家に分類される。大口

需要家は直接 City Power とつながっているので（電気料金）請求書が送られるが、他の需要家

には City Power の母体であるヨハネスブルグ市から他の公共料金（水道、ゴミ回収など）を含

めて請求書が送られている。 
なお、支払い方法については City Power HP で”Where you can make accounts payments”の項目

を設け、以下の支払い箇所（方法）を紹介している。 
・City Power Interaction Center（City Power 交流センターに小切手を振り出す） 
・Your nearest Absa branch（近くの Absa 銀行支店に小切手を振り出す） 
・Any branch of South African Post Office（SAPO 支店に小切手を振り出す） 
・At Pick ‘n Pay/Easypay outlets（Pick ‘n/Easypay outlets に小切手を振り出す） 
・At Shoprite Checkers（Shoprite Checkers に小切手を振り出す） 
・Internet payments（インターネットによる支払い） 
・Debit Orders（R500,000 を上限に City Power に供託金を預け、月々の支払いはこの供託金か

ら支払われる。また、支払い上限は需要家側で設定できる） 
City Power は月々の支払いを需要家側で管理できること、また不意の電気カットリスクが避

けられる点から Debit Orders を奨励している。 
また、最近電気料金をめぐって「詐欺師が請求書を持って需要家を訪れ、Shoprite Money 

Market で PIN（暗証番号）を使って支払わなければ電気を止める」という手口の詐欺が横行し

ている。City Power は HP でこうした詐欺の横行を警告し、必ず所定の場所で電気料金を支払

うよう注意を呼びかけている。 
盗電を除く料金徴収率は、2006/7 年には主要需要家で 100.97％、上位需要家で 99.08％、一

般家庭で 91.03％であった25。 
 
４－４ 発電設備の効率改善 

４－４－１ 既設発電所 
表４－９に Eskom の既設発電所リストを示す。殆どの発電所は商業運転を 1990 年以前に開

始したものであり、Camden 石炭火力発電所26に至っては 1960 年代の運開となっている。表４

－９に実出力の低下率（Deterioration of Capacity）を試算している。石炭火力発電所についてみ

れば、少数の発電所27を除いてほぼ５～６％に収まっており、維持管理が行き届いている印象

を受ける。７月 15 日に訪問した Lethabo 石炭火力発電所の当日の出力は 3,673.8MW で出力低

下率は１％未満であった28。石炭火力発電所の効率改善として、老朽発電所のボイラー改修、

タービン取替え等が考えられるが、改修後の出力保証ができるか29など現実的には難しく、解

                                                        
25 出典：”City Power Annual Report 2006/07”, page 27  
26 2016 年までの電源開発計画では供給不足に対応するため、2008 年に運転再開している。（表４－１参照） 
27 例えば、Camden や Grootvlei 発電所。Grootvlei はリハビリが予定されている。（表４－９参照） 
28 詳細は「Lethabo 石炭火力発電所視察報告」を参照のこと。 
29 メーカーごとに設計思想が違うため、製造メーカーが実施する場合にはさほど困難は伴わないが、異なるメー

カーが実施する場合には難しい。また、一部の部品・設備を更新しても更新しない部品・設備は老朽化してい

るため、発電所全体としての効率改善（熱効率の改善、事故停止件数の改善等）に寄与しない可能性もある。 
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体して新設した方が長期的にみれば経済的かも知れない。 
 

表４－９ Eskom 既設発電所リスト 
(a) (b) (c ) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)

Year MW MW MW % % GWh %
1 Coal-fired stations (13) 37,658 33,566 10.9% - - -

Arnot Middelburg, Mpumalanga 1975 3 x 350; 3 x 370 2,160 2,040 5.6% 92.07 9,675 54.1%
Camden Ermelo 1967 ~ 8 x 200 1,520 1,250 17.8% - - -
Duvha Witbank ~ 1984 6 x 600 3,600 3,450 4.2% 89.85 22,798 75.4%
Grootvlei Balfour 1969 ~ 6 x 200 1,200 190 84.2% - - -
Hendrina Mpumalanga 1970 ~ 1976 10 x 200 2,000 1,895 5.3% 88.78 11,718 70.6%
Kendal Witbank ~ 1993 6 x 686 4,116 3,840 6.7% 93.69 24,691 73.4%
Komati Middelburg, Mpumalanga1961 ~ 1966 5 x 100; 4 x 125 1,000 - - - - -
Kriel Bethal ~ 1979 6 x 500 3,000 2,850 5.0% 93.37 17,452 69.9%
Lethabo Vijoensdrift 1985 ~ 1990 6 x 618 3,708 3,558 4.0% 93.05 21,572 69.2%
Majuba Volksrust 1996 ~ 2001 3 x 657; 3 x 713 4,110 3,843 6.5% 97.17 5,170 15.4%
Matimba Lephalale - 6 x 665 3,990 3,690 7.5% 93.67 23,789 73.6%
Matla Bethal ~ 1983 6 x 600 3,600 3,450 4.2% 93.84 25,199 83.4%
Tutuka Standerton 1985 ~ 1990 6 x 609 3,654 3,510 3.9% 93.41 8,962 29.1%

2 Gas/liquid fuel turbine stations (4) 1,385 1,378 0.5% - - -
Acacia Cape Town 1976 ~ 3 x 57 171 171 0.0% 99.09 0.2 0.0%
Ankerlig Atlantis 2009.02~ 4 x 149 596 592 0.7% - - -
Gourikwa Mossel Bay 2008.11 3 x 149 447 444 0.7% - - -
Port Rex East London 1976 3 x 57 171 171 0.0% 98.73 0.5 0.0%

3 Hydroelectric stations (6) 661 - - - - -
Colley Wobbles Mbashe River - 3 x 14 42 - - - - -
First Falls Umtata River - 2 x 3 6 - - - - -
Gariep Novalspont 1971 ~ 1976 4 x 90 360 360 0.0% 96.58 889 28.2%
Ncora Ncora River - 2 x 0.4; 1 x 1.3 2 - - - - -
Second Falls Umtata River - 2 x 5.5 11 - - - - -
Vanderkloof Petrusville 1977 2 x 120 240 240 0.0% 97.41 932 44.3%

4 Pumped storage schemes (2) 1,400 1,400 0.0% - - -
Drakensberg Bergville ~ 1981 4 x 250 1,000 1,000 0.0% 93.88 2,041 23.3%
Palmiet Grabouw 1988 2 x 200 400 400 0.0% - - -

5 Wind Energy (1) 3 - - - - -

Klipheuwel Klipheuwel - 1 x 1.75; 1 x 0.66;
1 x 0.75

3 - - - - -

6 Nuclear power station (1) 1,930 1,800 6.7% - - -
Koeberg Cape Town 1984 ~ 1985 2 x 965 1,930 1,800 6.7% 83.1 13,668 86.7%

Total power station capacities 43,037 38,744

注："over last 3 years" は 具体的な年が記述されていない。

出典： Eskom Annual Report 2008 in page 218{ (a), (b), (d), (e), (f)}, Eskom HP { (c ), (h), (i)}, JICA 調査団推定 {(g), (j)}

     Eskom HP : www.eskom.co.za/live/Content.php?Item_ID=160

Average
availability
over last 3

years

Average
productio
n over last

3 years

Average
capacity

factor
over last
3years

Deterioratio
n of

capacityLocationName of station

Total
norminal
capacity

Number and
designed capacity
of generation sets

Total net
capacity

Commercial
operation
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第５章 協力プログラムの展開 
 
５－１ 優先プロジェクトの協力骨子と留意点 

５－１－１ 電力開発分野 
第４章の調査結果を踏まえ、電力開発分野では以下の２プロジェクトをエネルギーマスター

プランの下位プログラムとして提案する。 
 

（１）最適電力開発計画調査 
１）目的 

・エネルギーマスタープランに沿った最適電力開発マスタープラン（今後 20 年間）を

策定し、電力安定供給と供給信頼度の向上を図り、南ア社会経済の発展に資する。 
・南ア政府が掲げる気候変動対策への電力セクターの対応に資する。 
・発電の多様化（Generation mix）を図り、南ア全体のエネルギー安定供給とエネルギ

ー確保に資する。 
２）成果物 

・「最適電力開発マスタープラン」 
３）南ア側 C/P 

・南ア側の窓口は DOE で、共同実施機関は Eskom 
４）具体的アプローチ（TOR 骨子） 

・電力セクターに係る概観調査 
- 電力法制度及び政策、組織体制の調査 
- 一次エネルギー資源に係る国家政策の調査 
- 南アの社会・経済状況及び開発計画の調査 
- 南アの電気事業の調査・分析（電気事業者、電力需給状況、既設発電設備の現状、

電源開発計画、送変電系統開発計画、系統運用の現状、電力料金及び燃料価格、

及び環境社会配慮等） 
・電力需要予測 

- 既存電力需要予測のレビュー 
- 経済政策、成長率予測、地域開発計画のレビュー 
- 南ア省エネ対策可能性評価 
- 電力需要予測の策定 

・電力開発シナリオの最適化 
- 一次エネルギー需給及び開発可能性評価 
- 電源開発の候補と基本条件 
- 系統計画手法の評価 
- 戦略的環境影響評価 
- 電力開発シナリオ策定 
- 開発シナリオの最適化 

・最適電力開発計画 
- 最適電源開発計画 
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- 最適送変電系統開発計画 
- 資金調達及び民間投資促進 
- 環境社会配慮 

・系統運用改善策 
- 電圧 
- 周波数 
- 停電 

・提言 
５）日本側対応の可能性 JICA はインドネシアをはじめ、ベトナム、フィリピン、スリラ

ンカなど多数の開発途上国で電力開発マスタープランを実施しており、日本側の対応は

十分可能で、蓄積された経験・知見を生かせる。具体的には、電力会社、電力系コンサ

ルタント、及び環境コンサルタント（副）が実施することになる。 
また、この開発調査を通じて、更に下位の開発調査案件（例えば、水力マスタープラ

ン、リニューアブルエネルギーマスタープランなど）が浮上する可能性も高い。 
 

（２）配電分野 Capacity Building 
１）目的 

・自治体配電会社と Eskom 配電部門の統合による REDs の設立促進に寄与し、以って

配電事業の経営基盤強化と運用効率向上に資する。 
２）成果（物） 

・REDs の設立 
３）南ア側 C/P 

・南ア側の窓口は DOE で、共同実施機関は EDI 
４）具体的アプローチ（TOR 骨子） 

・自治体配電会社や Eskom が保有する配電関連資産の REDs への移転に係る支援・助

言 
・現在 Eskom と自治体で異なる電気料金の統合に係る支援・助言 
・REDs 経営モデル構築に係る支援・助言 
・REDs 職員給与設定に係る支援・助言 
・配電施設投資戦略策定に係る支援・助言 
・その他 REDs 設立に必要な経営・会計に係る支援・助言 

５）日本側対応の可能性 JICA は過去に政策・制度支援の一環として JICA 専門家を派遣し

ており、今回もそれに準じる。具体的には三菱総研等のシンクタンクもしくは会計事務

所からの専門家派遣になる。ただし、上記の「最適電力開発計画調査」に比べて日本側

の対応可能なリソースは少ないと思われる。 
 

５－１－２ エネルギー政策分野 
本協力準備調査で現地側の関連各省と協議した結果、大枠としては、DOE を主管役に位置づ

けてエネルギー関連の３省庁が主体的に関与することなので、広範な範囲をカバーするエネル

ギー計画（国家エネルギー開発計画：“STUDY ON LONG-TERM ENERGY SUPPLY/DEMAND 
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BALANCE FORECAST”）30を想定する結果となった。 
これは、案件探索の過程で個々の関係官庁等から挙げられる場面もあった、国家レベルの「電

力開発計画」や「省エネ推進計画」、｢エネルギー管理士制度の導入｣などのサブ・プログラムを

傘下にもつものであり、遂行にあたっては下記の事項を考慮して進めたい。 
 

（１）目的 
１）エネルギーデータベースの確認と需要予測／供給最適化モデルの構築 
２）相互間の連携を担保した、石油・ガス・石炭・原子力・再生可能等の、各エネルギー

供給セクター別の政策・戦略の提言 
３）エネルギー需要セクター側の、合理的管理システムの導入 
４）シナリオ想定と幅広い議論による、エネルギー市場関係者の意識の向上と予見性の付

与 
５）エネルギー関係者（政策側、事業者等）の共通の議論の場の提供と今後の円滑な意思

疎通の基盤醸成 
 
（２）成果物 

１）「需要予測モデル」、及び「供給最適化モデル」と、これらに基づいた「シナリオ」ご

とのエネルギー需給想定 
２）必要となる国家レベルの政策・戦略、施策・法的規制や技術開発等の示唆・提言 
３）上記と整合する、エネルギー市場（あるいは、セクターごと）の施策指針の示唆・提

言 
 
（３）南ア側 C/P 

１）DOE を窓口とし、DTI、DST の２省を加えた３省との協同実施とする。 
２）ただし、数値モデルの前提条件の確認や後述のシナリオ策定等の議論においては、産

官民のエネルギー関係者に広く参加を呼びかけることを妨げない。 
 

（４）具体的アプローチ（TOR 骨子） 
対象期間となる時間軸（短中期の将来）を、例えば 2030 年あるいは 2040 年といった時

点に捉える（例えば、既存設備の改修や調整など、３～５年の短期間では、高々（±）10

～20％程度の範囲の変化しか期待できないが、20～30 年の期間が与えられれば、長いリー

ドタイムの必要な子力発電所の稼働や、技術開発を伴う新技術の出現・実用化等を合理的

に「計画」に織り込むことができる）。 
既存のエネルギー関連機関（官公庁）や規制機関、エネルギー供給／消費事業者、関連

研究機関などの現状認識と今後の展望等を踏まえて、上記の検討対象期間内にわたるエネ

ルギー需要を想定し、これを満足（対応）する最適な一次エネルギー供給の組合せを探索

する。この際には、基本的には国内に存在する有用なエネルギー資源量をまず消費し、不

                                                        
30 一般的な「国家エネルギーマスタープラン（National Energy Master Plan）」の策定をイメージしていたが、

National、Master といった語が、政治的な軋轢を引き起こす可能性があるという指摘を受けて、上記のような

表現となった。 
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足する場合等は国外資源を輸入することとなる。 
エネルギー資源量や輸入計画、産業構造の変革見通しや新規事業の立ち上げなどの、エ

ネルギー需給に関する情報を入手、あるいは仮定し、後述の供給側シナリオに沿った目的

関数について、線形計画法（linear Programming）等を用いて、各一次エネルギー源の種々

の組み合わせにおける最適化を行う（二次エネルギーである電力に関しての電源構成をど

う求めるかが、一般的には大きな事項となることが多い）。 
ここで、将来の種々の可能性を考慮して、幅広いエネルギー関係者の参加した討議に基

づいた、需給に関する複数の「シナリオ」を想定することにより、今後の環境変化に即応

した施策側の対処準備に資することを目的とする。結果的に、エネルギー関係者（政策側、

事業者等）の共通の議論の場の提供と今後の円滑な意思疎通の基盤醸成も期待される。 
１）エネルギーデータベース、需要予測／供給最適化モデルの構築 

・ マクロ経済データ、エネルギー需給データ等の収集 
・ これらのデータの吟味と関連他事例との比較・検討 
・ 既存の枠組みを考慮しつつ、今後の蓄積方式の設定（エネルギーデータベースの構

築）等 
・ 「需要予測モデル」及び「供給最適化モデル」の構築 

２）国家レベルの政策・戦略の提言 
・ 既存のエネルギー関連政策・戦略、施策・法的規制等の調査 
・ 他国の、関連施策の実施例と実績、あるいはその評価等、先行事例の比較・研究 
・ 石油・ガス・石炭・原子力・再生可能等の、各エネルギーセクター別の現状把握と

今後のあり方、これらに影響を及ぼす事項の検討（特に供給可能性） 
・ 産業・商業・民生等、部門毎における、需要想定へ影響を及ぼす事項の検討 
・ 施策に関する、種々の関係者との面談・意見聴取 
・ 現況の課題と問題意識の把握 
・ あるべき、新たな法的枠組みの提案 

３）エネルギーセクターごとの指針の提言 
・ 市場における各プレイヤーの現状を把握して、需給の円滑化を念頭に指針の提案 

４）シナリオ想定と幅広い議論の励起 
・需要側で想定されるシナリオ 

- いわゆる BAU ケース 
- 高経済成長ケース 
- 低経済成長ケース 
- 省エネ浸透ケース 
- 電力需要ピーク低減化ケース、など 

・供給側で想定されるシナリオ 
- 対外支出 Min.ケース（国内炭最大利用ケース）・・・・基準ケース 
- （インフラ設備拡充の投資が進むとして）供給源多様化ケース 
- 新技術の導入が進展するケース 
- 原子力の導入が進展するケース 
- （CO2排出規制を考慮した）化石燃料依存の低減化ケース、など 
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「エネルギー基本計画33」は、この「エネルギー政策基本法」により規定された、エネルギ

ーの需給に関する基本的な計画である。これは、エネルギー政策基本法において明らかにさ

れた「安定供給の確保」、「環境への適合」及びこれらを十分考慮したうえでの「市場原理の

活用」という基本方針に則り、10 年程度を見通して、エネルギーの需給全体に関する施策の

基本的な方向性を定性的に示すものである。 
経済産業大臣は、関係行政機関の長の意見を聴き、総合資源エネルギー調査会の意見を聴

いたうえで、エネルギー基本計画の案を作成する。その後閣議において決定された基本計画

は速やかに国会に報告されるとともに公表される。政府は、エネルギーをめぐる情勢の変化

を勘案し、及びエネルギーに関する施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも３年ごと

に、エネルギー基本計画に検討を加え、必要があると認めるときにはこれを変更しなければ

ならない。なお、エネルギー基本計画は閣議決定により政府として策定する定性的な計画で

あり、総合資源エネルギー調査会が示す定量的な見通しである長期エネルギー需給見通しと

は異なるものである。 
エネルギー基本計画に盛り込まれる主な内容は、以下のとおりである。 
①需要面；民生・運輸部門を中心に伸び続けるエネルギー需要を抑制するための方策の基

本的な方向 
②供給面；石油依存度を低減し、CO2 排出量の抑制を達成するための、原子力、新エネル

ギー、天然ガスなどの導入促進策の基本的な方向 
③研究開発；更なる技術開発の推進によって供給安定性の向上、コスト低減が期待される

ものを中心として、重点的に研究開発を行うべき分野と研究開発の基本的な方向 
2003 年 10 月に策定された計画は、最近のエネルギーを取り巻く環境変化を踏まえて、2007

年３月に改定された（2007 年３月９日閣議決定）。その主たる内容は、以下のとおりである。 
①核燃料サイクルを含む原子力発電の推進と新エネルギーの着実な導入拡大 
②石油等の安定供給の確保に向けた戦略的・総合的な取組の強化 

                                                        
33 エネルギー政策基本法に定める「エネルギー基本計画」の概要は以下の通り： 

第十二条  政府は、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネル

ギーの需給に関する基本的な計画（以下「エネルギー基本計画」という。）を定めなければならない。  
２  エネルギー基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  
一  エネルギーの需給に関する施策についての基本的な方針  
二  エネルギーの需給に関し、長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策  
三  エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するために重点的に研究開発のため

の施策を講ずべきエネルギーに関する技術及びその施策  
四  前三号に掲げるもののほか、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するた

めに必要な事項  
３  経済産業大臣は、関係行政機関の長の意見を聴くとともに、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、

エネルギー基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。  
４  経済産業大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、エネルギー基本計画を、速やかに、国

会に報告するとともに、公表しなければならない。  
５  政府は、エネルギーをめぐる情勢の変化を勘案し、及びエネルギーに関する施策の効果に関する評価を

踏まえ、少なくとも三年ごとに、エネルギー基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変

更しなければならない。  
６  第三項及び第四項の規定は、エネルギー基本計画の変更について準用する。  
７  政府は、エネルギー基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎

年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 
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③省エネルギー政策の強化と地球温暖化問題に係る実効ある国際的枠組み作りの主導 
④技術によるエネルギー・環境制約のブレークスルー（技術力の強化とその戦略的活用） 

 
（２）エネルギー白書 

エネルギー政策基本法において、「政府は、毎年、国会に、エネルギーの需給に関して講じ

た施策の概況に関する報告を提出しなければならない。」と規定されている（第 11 条）。2009

年度のエネルギーの需給に関して講じた施策の概況に関する年次報告（「平成 20 年度エネル

ギーに関する年次報告（エネルギー白書）」）は、平成 21 年 5 月 22 日に閣議決定・国会報告

されている。 
エネルギー白書は、「第１部 エネルギーを巡る課題と対応」、「第２部 エネルギー動向」、

「第３部 平成 18 年度においてエネルギーの需給に関して講じた施策の概況」の３部で構

成されている。 
このうち、第１部はその年度に起きたエネルギーに関する重要事項を取り上げてさまざま

な切り口から調査分析を行うことにより、エネルギーの課題を浮き彫りにするとともに、課

題解決への視座を示すことを意図している。平成 20 年度エネルギー白書では、「原油価格騰

落の要因及び影響の分析」として 2004 年以降騰勢を強め、2008 年７月の 147 ドル／バレル

をピークに下降に転じ、30 ドル台まで下落し、その後 40 ドルから 50 ドル程度で推移してい

る原油価格について、騰落が世界経済に大きな影響を与えたことから、①騰落の要因を需給

ファンダメンタルズ、プレミアムに分け、特にこのうちの金融市場についてはマネーの流入

と流出の経緯と要因を分析し、②騰落による経済への影響を分析するとともに、上流開発、

省エネ・新エネ・原子力事業への影響を分析し、過度な価格変動によるさまざまな悪影響を

明らかにし、長期的な視点から対応の方向性を示した。 
さらに「地球温暖化問題への対応」として、2008 年から京都議定書の第 1 約束期間がスタ

ートし、本年末の次期枠組み合意に向け、国内外の議論が本格化していることを踏まえて、

地球温暖化問題に関する国民の理解を深めるため、わが国及び諸外国の取組状況、国際交渉

の状況等を示すとともに、国際交渉・国際協力におけるわが国のイニシアティブ（セクター

別アプローチ等）の重要性を提示している。さらに、裏打ちのない宣言でなく、経済面でも

実行可能で、「全員参加」型の国際枠組みづくりにつながるわが国の中期目標策定に向けた

検討の考え方も示した。 
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（３）総合資源エネルギー調査会と長期エネルギー需給見通し 
１）総合資源エネルギー調査会 

総合資源エネルギー調査会34は、経済産業省設置法に基づいて設置される諮問機関であ

り、経済産業大臣が任命する委員で構成される。現在６つの分科会と 14 の部会35によって

構成されており、わが国の資源・エネルギーに関わる諸問題について調査、審議を行って

おり、いずれの組織も日々変化するわが国のエネルギーを取り巻く新たな課題について活

発な審議を行っている。 
２）長期エネルギー需給見通し 

需給部会の中間報告として策定される「長期エネルギー需給見通し」は、前述の総合資

源エネルギー調査会需給部会にて審議されている。 
エネルギーの安定供給に努力しつつ、エネルギー消費の一層の効率化、新エネルギー、

原子力等の非化石エネルギーの導入促進等を進めていくとの観点から、1997 年 12 月の

COP3 におけるわが国の 2010 年に向けた CO2排出量の削減目標を踏まえて、1998 年６月、

及び 2001 年７月に同見通しが改定されている。さらに 2005 年７月に今後目指すべきエネ

ルギー需給の姿として「長期エネルギー需給見通し」を改定し、2010 年及び 2030 年の長

期エネルギー需給見通しが示されている。その後２年が経過し、この間にエネルギーを巡

る内外の情勢は大きく変化したことを受けて、2007 年度内をめどに長期エネルギー需給見

通しの改訂を行うべく作業が開始されている。 
エネルギーを巡る内外の情勢の変化の内容を、資源制約・環境制約と捉え、これらに対

応すべく、2006 年度に策定された「新・国家エネルギー戦略」に沿った形で、2007 年３月

に「エネルギー基本計画」が改訂された。需給部会では、こうした情勢変化を踏まえ、こ

れらの制約を克服するためには、比較的長期の視点に立ったエネルギー政策が不可欠とし

て、今般、以下の２つの長期エネルギー需給見通しの改訂を行うこととしている。 
①2010 年の見通し策定 

中央環境審議会地球環境部会と産業構造審議会環境部会地球環境小委員会における、

京都議定書目標達成計画の見直し作業を踏まえて、京都議定書による国際約束達成の可

否判断の目安となる 2010 年（第一約束期間の中間点）の見通しを策定する。 

                                                        
34 経済産業省設置法により、「総合資源エネルギー調査会」は、以下に掲げる事務をつかさどるとされている。 

一 経済産業大臣の諮問に応じて鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの

適正な利用の推進に関する総合的な施策に関する重要事項（次号に規定する重要事項を除く。）並びに高圧ガ

ス及び火薬類の保安に関する重要事項を調査審議すること。 
二 経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じて石油の割当て又は配給その他石油需給適正化法（昭和四十八

年法律第百二十二号）の運用に関する重要事項を調査審議すること。 
三 前二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。 
四 石油及び可燃性天然ガス資源開発法（昭和二十七年法律第百六十二号）、石油業法（昭和三十七年法律第

百二十八号）、石油備蓄法（昭和五十年法律第九十六号）、揮発油等の品質の確保等に関する法律（昭和五十一

年法律第八十八号）、電源開発促進法（昭和二十七年法律第二百八十三号）及び液化石油ガスの保安の確保及

び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律第百四十九号）の規定によりその権限に属させられた事項を

処理すること。 
35 各分科会・部会の構成は、以下の通り： 

総合部会、需給部会、省エネルギー部会、省エネルギー基準部会、新エネルギー部会、原子力安全・保安部会、

都市熱エネルギー部会、鉱業分科会（レアメタル対策部会）、石油分科会（石油部会、開発部会）、石油需給調

整分科会、電気事業分科会（原子力部会）、電源開発分科会、高圧ガス及び火薬類保安分科会（高圧ガス部会、

液化石油ガス部会、火薬部会） 
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②2030 年の見通し策定 
長期的な経済活動の動向など、わが国の経済社会構造の変化や省エネをはじめとする

需要面の動向、エネルギー源の多様化をはじめとする供給面の動向、さらには、長期的

な革新的技術の導入や社会インフラ転換などの影響を勘案しつつ、「新・国家エネルギー

戦略」で想定した目標年でもある 2030 年の見通しを策定する。 
 
（４）新・国家エネルギー戦略 

経済産業省は、原油価格高騰をはじめ厳しい世界のエネルギー情勢にかんがみ、エネルギ

ー安全保障を核とした「新・国家エネルギー戦略」の策定を進め、2006 年３月に中間とりま

とめを公表した。その後、総合資源エネルギー調査会総合部会における議論等を踏まえつつ、

戦略項目の具体的な内容を最終的にとりまとめ、同年５月の経済財政諮問会議において経済

産業大臣から報告した。 
この「新・国家エネルギー戦略」によって実現を目指す目標は、①国民に信頼されるエネ

ルギー安全保障の確立、②エネルギー問題と環境問題の一体的解決による持続可能な成長基

盤の確立、③アジア・世界のエネルギー問題克服への積極的貢献の３点であり、目標として

具体的な数値目標を織り込んだ点が特長的であり、以下の取り組みが示されている。 
１）世界最先端のエネルギー需給構造の確立 

目標：およそ 50％ある石油依存度を、2030 年までに 40％を下回る水準とする。 
対応：以下の４つの計画に取り組む。 
①省エネルギーフロントランナー計画 

目標：2030 年までに更に 30％、エネルギー効率の改善を目指す。 
②輸送用燃料の次世代化 

目標：石油依存度を、2030 年までに 80％程度とすることを目指す。 
③新エネルギーイノベーション計画 

目標：太陽光発電コストを 2030 年までに火力発電並みに、など。 
④原子力立国計画 

目標：2030 年以降においても、発電電力量に占める比率を 30～40％程度以上にする。

核燃料サイクル早期確立、高速増殖炉早期実用化に取り組む。 
２）資源外交、エネルギー環境協力の総合的強化 

①総合資源確保戦略 
目標：石油自主開発比率を、2030 年までに引取量ベースで 40％程度とする。 

②アジアエネルギー・環境協力戦略 
目標：省エネをはじめエネルギー協力を展開し、アジアとの共生を目指す。 

３）緊急時対応の充実 
製品備蓄の導入をはじめとする石油備蓄制度の見直し・機能強化、天然ガスに関する緊

急時対応体制の整備など緊急時対応の充実に取り組む。 
４）その他 

官民連携した取り組みを促すため、2050 年、2100 年といった超長期の視点から課題を遡

及させることによって得られる技術のあるべき姿を踏まえつつ、2030 年に向けて解決すべ

き技術開発課題をエネルギー技術戦略の形でまとめる。 



 

第二次協力準備調査 
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第１章 調査の概要 
 
１－１ 調査の目的 

本調査は、先般の協力準備調査時に先方と合意した「エネルギー効率改善プログラム」プロジ

ェクト群（第１部第１章の図１－２）のうち、特に優先度が高く、わが国の知見も適用可能かつ

即時実施が可能とされた 3、4、5 のプロジェクトの各要素をまとめた統合プロジェクトである開

発調査型技術協力プロジェクト（エネルギー効率改善プロジェクト“Energy Efficiency 
Improvement”）の要請書がわが国に提出されたことから、2011 年度の早期立ち上げを目指すべく、

プロジェクト実施にあたっての協力枠組みについて協議するため、プロジェクト形成調査を実施

する。 
 
１－２ 調査団員 

氏名（Name） 分野（Job title） 所属（Organization） 
派遣期間（Period）

（Arr. – Dep.） 

千原 大海 
Chihara Hiromi 

総括 
Team Leader 

JICA 国際協力専門員 
Group Leader, JICA  

2 月 21 日～ 
3 月 3 日，2010 年

実川 幸司 
Jitsukawa Koji 

調査企画 
Study Planning  

JICA 産業開発部電力・エ

ネルギー課 
Staff, JICA 

2 月 21 日～ 
3 月 3 日，2010 年

坪井 正人 
Tsuboi Masahito 

技術協力行政 
Technical Cooperation Policy

JICA 産業開発部計画・調

整課 
Staff, JICA 

2 月 21 日～ 
3 月 3 日，2010 年

 
１－３ 調査日程（2010 年２月 21 日～３月３日） 

N0. Date Activities（AM） Activities（PM） Stay 

１ ２／21（Sun）  成田→シンガポール  

２ ２／22（Mon） ヨハネスブルグ着 
JICA 事務所打ち合わせ 

 
大使館協議 

プレトリア 

３ ２／23（Tue） 通産省・エネルギー省・

科学技術省合同協議 
南アビジネス連合協議 プレトリア 

４ ２／24（Wed） 科学技術省個別協議 財務省協議 プレトリア 

５ ２／25（Thu） エネルギー省個別協議 
通産省個別協議 

ケープタウンへ移動 ケープタウン

６ ２／26（Fri） Koeburg 原子力発電所視 Palmiet 揚水発電所視察 ケープタウン

７ ２／27（Sat）  プレトリア移動 プレトリア 

８ ２／28（Sun） 資料整理  プレトリア 

９ ３／１（Mon） 団内打ち合わせ 通産省・エネルギー省・科学

技術省合同協議・M/M 協議 
プレトリア 
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10 ３／２（Tue） エネルギー省 M/M 協議 
JICA 事務所報告 

ヨハネスブルグ→シンガポ

ール 
 

 ３／３（Wed）  成田着  

 
１－４ 主要面談者 

 付属資料１を参照。 
 
１－５ 対処方針 

（１）先方要求事項と日本側対応可能事項の整理 
本案件は、2009 年度７月に実施した協力準備調査時の合意事項（第１部第１章の図１－２ 

プロジェクトリスト３～５を統合した形で要請する）に基づき要請されているが、一部協力

希望事項に、学術的な協力（数理モデルの導入など）が含まれており、それらは過去の同様

な案件の経験からも対応した事例がないため、そのような要望については応えることができ

ない旨伝え、添付のフレームワークを例に、当方が行う協力はより実務に近い形となること

を先方に伝える。 
また、技術移転についても、学術的な講義や論文指導ではなく、原則協力の過程で日本の

専門家がオンザジョブトレーニング（On-the-Job Training：OJT）を実施する形で行うことを

伝える。 
 
（２）各省庁の役割の確認 

本協力は、南ア３省（エネルギー省（Department of Energy：DOE）、通産省（Department of 
Trade and Industry：DTI）、科学技術省（Department of Science & Technology：DST））合同で要

請がなされていることから、３省共同で事業を実施する体制を構築するものの、一義的なカ

ウンターパート（Counterpart：C/P）は DOE、その他２省はそれぞれの関心分野についてリ

ード役を担うサポート機関として、３省の役割を整理する。一方、３省合同で意思決定する

必要がある場合も想定し、ステアリングコミッティーやワーキンググループの設置を通じた

３省共同体制の確立も行うことを先方に提案する。 
 
（３）現場視察（原子力発電所・水力発電所の活動視察・ヒアリング） 

本協力はエネルギー多様化に向けた政策示唆を提供することにより、南アのエネルギー安

全保障の確立に寄与することを目的としているが、現状、南アの電力セクターは 3 分の 2 以

上が石炭火力に依存していることから、当該施設の視察を通じて石炭火力以外の代替エネル

ギー発電視察の現場踏査を通じて、エネルギー源多様化策の推進余地を検討する際の一助と

する。 
 
（４）実施体制、スケジュールを含めた技術協力の枠組みに関する基本合意の取付け 

（１）～（３）までの調査結果に基づき、実施細則（Scope of Work：SW）案を先方ととも

に作成し、プロジェクト実施について大筋合意し、今後の本プロジェクトの進め方、実施上の

留意事項について協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）にまとめ、先方と署名交換を行う。 
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第２章 協議結果の概要 
 
２－１ 先方との主な確認事項 

以下の（１）から（５）に示す各項目について関係機関と協議し、主要な点については M/M と

して合意を得た。 
 
（１）エネルギー効率改善プロジェクト TOR（SW 案）の基本合意 

本プロジェクトの SW 案の素案は DOE のエネルギー計画局と DTI のインフラ開発局にて

作成されたが、同素案に対し、本調査団が過去に実施した案件の基本フレー7 ムワークに基

づくコンセプト（エネルギーについて需要サイド、供給サイド双方の回帰予測を行い、複数

のシナリオを作成し、政策含意を示唆することで、総合的なエネルギー計画の議論材料の提

供を行う）に基づく調査事項を加えたものが今次基本合意となった SW 案である。 
今次協議に参加した３省関係者実務者レベル間では本内容について大筋合意することがで

きたが、SW 案の最終確認について総合エネルギー計画策定を官邸サイドから要求されてい

る DOE のエネルギー計画局の総括責任者を中心に、引き続き詳細内部で議論したいとのこ

とで、結果については 2010 年３月 24 日までに当方宛コメントを返送することとして M/M に

記載した。 
なお、本調査 TOR（SW）当初案（素案）に加え、先方から更に付け加えてほしいとして

要望のあった項目は以下のとおり。 
・エネルギー需給計画モデル策定（DOE） 
・最適な電力料金設定分析（DTI） 
・電力の各セクター間の最適分配（DTI） 
・長期エネルギー需給見通しに基づき各省への政策含意（DST, DTI, DOE） 

 
（２）プロジェクト実施後の体制（３省庁の役割）について 

本プロジェクトのリード実施機関は DOE とし、DTI は経済開発の促進の観点から、DST
は新エネルギー開発の観点から側面支援する体制とすることで合意を得た。なお、本プロジ

ェクトの３省間の連携促進を円滑に進めるために、各省代表者から構成されるステアリング

コミッティを形成することに合意し、技術移転を含めた実務者同士の連携、本格調査団との

共同体制構築を担保するために、1）データベース作成、2）エネルギー需要予測、3）エネ

ルギー供給予測、4）エネルギー政策の４つのワーキンググループを形成することにもあわ

せて合意した。 
 
（３）南ア側関連イニシアティブとの整合性確保について 

南ア政府は、包括的なエネルギー計画策定を大統領が提唱していることもあり、各省が断

片的にもっている情報を統合する省庁横断的な新しいイニシアティブや中長期的な視点で

の産業振興策の策定が行われている。特に省庁横断的に議論されている包括的資源計画

（Integrated Resource Plan：IRP）については独立系発電事業者（Independent Power Producer：
IPP）などの新規投資の導入も視野に入れた長期電力開発計画であり、今次プロジェクトで行

う予定の長期需給計画の策定を行ううえで長期エネルギー供給予測の一助となりえる。ま
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た、DTI では産業政策行動計画（Industrial Promotion Action Plan：IPAP）を策定し、エネルギ

ー多消費産業も含めた複数の重要産業を特定しており、こちらについても需要予測を考慮す

るうえで無視できない政策である。よって、本調査を通じて得られる政策含意については、

それらイニシアティブとの連携、相互補完を図るべく実施することとし、成果が重複しない

よう調整することを双方で合意した。 
 
（４）人材育成（Capacity Enhancement）の方法について 

先方よりエネルギー計画策定に携わる人材の育成に対する強い要望があったが、一部期待

されていた学術的なトレーニング（スクーリング）は案件の性格から実施せず、人材育成の

方法は、OJT を重視した実践的な技術移転を中心とし、必要に応じて、セミナーやワークシ

ョップをプロジェクト実施中に開催することとして合意を得た。また、限定された人数であ

るが、日本への C/P 研修を提供する用意があることを先方に伝えた。 
 
（５）資金協力案件形成に向けた取り組みについて 

本調査は長期エネルギー計画策定について、南ア側への技術移転を図りながら行う一種の

調査研究プロジェクトであるが、日本側からみれば、南アのエネルギー政策プロセスの関与

を通じて、本プロジェクトが属すエネルギー効率改善プログラムの更なる効果発現を目指し

て、第二の協力プロジェクトを発掘、形成する機能ももつ。よって、今次両者にて、本プロ

ジェクトを通じて、円借款供与も含めたエネルギー効率改善に向けた更なる関連プロジェク

トの形成を行うことを合意した。 
 
２－２ 団長所感 

本事前評価調査は、2009 年８月に南ア政府エネルギー関連３省庁（DOE、DTI 及び DST）によ

るわが国への技術協力要請「Project Title：Energy Efficiency Improvement」を受けて実施された。

本要請は、同３省庁の署名要請となっており、その中心は DOE である。また、本要請の大半は

2009 年７月に実施され、これら３省庁を含む官民のエネルギー関連セクターを対象に実施された

JICA エネルギー改善プログラム協力（「エネルギー効率改善協力準備調査」）のなかでプロファ

イ・優先付けされたプロジェクトに関連して準備されたものである。本要請のなかで特に、南ア

政府が成果としてわが国に期待を寄せているのは、要請書に書き込まれたプロジェクトタイトル

に叙述されているように、1970 年代の石油危機に端を発してわが国に蓄積された省エネルギー技

術を中心に需給両面におけるエネルギー効率改善ノウハウの技術移転にある。 
なお、本所感は、本調査に至るプロジェクト形成時の南アエネルギー社会・経済及びエネルギ

ーセクターに関する総合所感を新情報によって更新するものである。 
 
（１）エネルギー効率改善プログラムとエネルギーモデル構築の必要性に関する合意とは 

本事前評価調査では、先のエネルギー効率改善プログラム中でプロファイされた優先度の

高い関連プロジェクト群を有機的に連携するためには、客観的かつ再現性のある中長期エネ

ルギー需給見通しを得る道具づくりの必要性を強調・協議し、南ア側要請との整合性を図っ

た。その結果、国家的なエネルギーデータベースの整備、これら統計データ等を踏まえた中

長期エネルギー需要予測モデルの構築、さらに、エネルギー供給オプション、エネルギーベ
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ストミックス、投資計画などを検討するための供給側モデルをパッケージとする包括的エネ

ルギー計画（INTEGRATED ENERGY PLAN：IEP）を成果とすることを提案し、双方で具体

的な技術協力内容を精査し合意に至ったものである。 
一方、本合意による今技術協力は先のエネルギー改善プログラム協力の第一歩であり、そ

の成果を生かしながら、今後の南ア側によるエネルギー効率改善プロジェクトの発掘、形成、

検討、実現に向けた具体的な進展を期待するものである。さらに、本技術協力の実施のなか

では、OJT を中心に、エネルギーセクター人材の養成には特段に留意すべき認識を共有した。

なお、本協力が対象とする中長期計画とは、2010 年から約 20 年間程度、2030 年をターゲッ

ト年とすることで協議録に記載した。 
 
（２）南アのエネルギー・電力問題に資する中長期エネルギー計画の重要性とは 

南アの電力産業は、特に安価で豊富な石炭資源に偏重した供給構造に依存する一方、財政

上の理由から、これら発電設備の更新の遅れや技術革新もなく、非効率な電力運用を余儀な

くされている。加えて、電力供給は経済発展による需要の伸長に遅れ、2008 年には、首都圏

における大規模停電が政治問題化するなどの経緯を引きずったままになっている。さらに、

中長期的には有力な電力源として期待されていた原子力発電所の建設にしても、1980 年代半

ば運開のクバーク第１、第２原子力発電の老朽化と新規原子力電源の投入なども財政上の理

由から頓挫、遅滞している。 
したがって、南アエネルギーセクターにおける喫緊の課題は、社会・経済発展を支持する

電力の安定供給に向けたインフラの整備の必要性とそれら電力開発のための投融資・資金の

確保である。新電源開発のための財政資金の確保に向けた公共事業省傘下の国営電力会社

Eskom の電力料金の値上げ問題は国民的な関心を呼ぶ一連のホットニュースとしてマスコミ

を賑わしており、Eskom トップ人事を巡るニュース、料金値上げ率を巡る Eskom と政権党

ANS の駆け引き、石油ガスなど燃料側を握る DOE との利害調整など、2008 年の電力危機に

端を発して政治問題化している。本調査団の南ア滞在中の２月 26 日には、Eskom による平

均 25％の電力料金の値上げが正式に新聞に公表され、その影響に関する諸分析が新聞紙上を

賑わしている。例えば、本値上げは、Eskom が主張してきた 35％値上げが政治決着したもの

である。 
さらに、現在 DOE を中心にエネルギー関連省庁を糾合した IRP も検討中であり、その公

表期限は 2010 年６月とのことである。本 IRP は、今回 JICA 技術協力で取り組む IEP とは俯

瞰する時間軸、電力インフラの投融資など、その焦点は IRP とは異なる性格のものと思われ

ることから、現時点では、IRP の内容もつまびらかでない現状もあり、特に整合性を図るこ

とは要請されてはいない。しかしながら、本技術協力が実施の運びとなるであろう 2010 年

半ばにはエネルギーモデルもほぼ先がみえる段階に達しているので、改めて短・中長期エネ

ルギー政策の検討のなかでは、それらの整合性も課題になる可能性がある。 
 
（３）エネルギー資源と電源開発の一体化に資する JICA 技術協力の意義とは 

政府エネルギーセクター管掌をみると、石油系燃料を中心に政策の立案を行う DOE の計

画と電力の開発計画を担当する DPE 傘下の Eskom による計画は必ずしも整合性が取れてい

ないこと、さらに将来の再生可能エネルギーや新エネルギーの投入を研究開発する DST の立
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ち位置の曖昧さ、鉱業を中心とするエネルギー多少費産業のエネルギー需要削減の政策を担

う DTI による政策など、エネルギー関連セクターによる計画の立案や政策に整合性が欠けて

いることがみてとれる。さらに、近々の地球温暖化課題の中心には、環境省の役割の増大な

ど、南アエネルギーセクターの抱える課題を統合的に把握するための再現性のあるモデル構

築などを通じて、複数の利害関係を調整、総合的なエネルギー政策を立案する共通の基盤が

必要になっている。 
係る今回の JICA 技術協力は、特に、これらエネルギー関連３省庁を C/P に実施されると

いう意義をもつもので、関連人材の育成も含めて南ア側の期待の大きさが随所に表明され

た。また、エネルギー供給オプションの諸検討では、南アに賦存する豊富な国内炭資源、盛

んな金鉱山開発スラリー中に副産物として抽出されつつある酸化ウランの利用及び未開発

国内エネルギー資源として有力視されているウラン鉱脈の開発利用など、電力供給 MIX にお

ける原子力発電への期待は大きい。 
 
（４）COP17 開催と地球温暖化対策に向けた南ア政府の期待について 

アフリカ大陸を代表する経済発展を遂げつつある南アは、もとより世界的な生物多様性資

源の賦存する極めて自然資源の豊かな国である一方、淡水資源に乏しく、複数の水力資源開

発における電源立地や Koeberg 原子力発電所立地の際の入念な環境影響評価（Environmental 
Inpact Assessment：EIA）の証左にもみられるように、自然保護や環境汚染の予防保全にはと

りわけ関心が高い。水資源問題や地球温暖化問題が中心テーマとなった 1997 年のヨハネス

ブルグ環境サミットの主催国であり、近々では、2011 年 11～12 月に気候変動枠組条約第 17

回締約国会議（COP17）の南ア開催が決定している。2009 年のコペンハーゲン合意、続く 2010

年の COP16 に次ぐ会議となる COP17 の南ア開催に向けては、新興 20 カ国のうち唯一アフリ

カ大陸を代表して、開発途上国の利害に対峙する南アの意気込みも伝わる。2011 年末に向け

ては、本 JICA による IEP に向けたモデル構築もほぼその全容が明らかになっている時期に

あり、本エネルギーモデルを活用した温暖化ガス排出シナリオの検討なども大いに期待され

るところである。 
 
（５）計量経済型エネルギーモデル開発と統計データの収集、エキスパート人材について 

本 JICA 協力の技術側面で特に重要なのは、南アにおける信頼性のある社会・経済・文化

に関する統計データの収集・入手とその分析を通じたデータベースの構築である。その理由

は、本調査における中長期エネルギー予測モデルで採用を意図しているのは、特に、イラン、

エジプト、インドネシア、ベトナムなど JICA エネルギー協力のなかでも実績を示してきた

計量経済型モデルにあるからである。南アにおけるエネルギー消費パターンは、産業分野で

は、伝統産業である鉱山開発関連のエネルギー消費、広大な国土における自動車を中心とす

る輸送エネルギー消費、経済発展の進展や温暖化傾向のなかで高まりつつあり空調エネルギ

ーの消費増大など、相当程度に過去統計データに依拠する入念な統計分析が予測モデルの構

築に資すると考えられる。その意味でも、民間セクターも含めた統計的なエネルギーデータ

の収集可能性やより精度の高い統計分析は、モデルの精度に高く相関する。 
ここでは、筆者の所感の域までではあるが、本協力を進める際の課題及び本技術協力の実

施上の留意点として、特に、南アエネルギー関連省庁によるエネルギーデータ収集及び整備
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に関する現状と精査の必要性、JICA すなわち、日本側でモデル構築に関与するエキスパート

人材と関連コンサルタントの確保の２点を挙げておきたい。 
１）南ア側：予測モデル構築に向けた統計データ収集と精査の重要性 
２）日本側：計量経済分析エキスパートの確保 
本調査を実施する場合には、JICA は過去同様プロジェクトで充分な経験を蓄積してはいる

ものの、今回、南ア側の JICA に寄せる期待の大きさには、並々ならぬとの印象を深くする

ところから、特に、これら２点のポイントを押さえたうえでの入念な取り組みを求めるもの

である。 
 
２－３ 技術協力行政の観点からの検討結果 

南アは、2011 年の COP17 の議長国に決まっていることから、同会議開催に向けては強いリー

ダーシップを示し、各国の複雑な利害が絡む難しい議論をまとめる方向に導くためにも、自国の

CO2削減問題に対する積極的な取り組みを各締約国に示す必要性に迫られている。 
そのため、自国の石炭エネルギーを中心とした非効率な発電からの脱却を図るべくエネルギー

効率化への関心を高めており、2030 年を目標とした中長期のエネルギー需給見通しの作成の検討

を始めるなど、DOE、DTI、DST の３省とも JICA の本エネルギー効率改善プロジェクトに対して

は非常に強い関心を示している。 
特に、本分野の責任省庁となる DOE には、大統領からのエネルギー効率化の具体的対策への

重い課題が押し掛かっており、JICA 調査チームとの個別会議においてもエネルギー・モデリン

グ・チームを含む 10 人もの関係者が参加するなど、本調査に対する期待の高さがヒシヒシと感じ

られた。 
しかしながら、彼らはエネルギー・モデリングの専門家集団というには程遠いように思われ、

今後、日本からの技術移転によって知見を高めていくことを前提として集められた感があった。 
また、DTI においては、各種エネルギー関連の統計の存在自体を危惧する発言があるなど、エ

ネルギーモデル作成にあたっての基礎条件となる最も重要な情報がすべて揃うのか些か不安であ

り、本調査の本格始動を前に、日本からエネルギー統計の短期専門家を派遣する等、本件の徹底

的な事前調査を行うことができるか否かが本調査の成果を占ううえでの最大のポイントとなると

思われる。 
一方、調査スケジュールに関しては、2011 年秋頃開催される COP17 を念頭に置く必要があり、

この時機を逸すると南ア側の関心が著しく薄れることが懸念されることから、本調査が最大で 18

カ月を見込んでいることにかんがみると、遅くとも 2010 年度早々に開始することが望まれるが、

同国で同年６月から７月にかけて開催されるサッカー・ワールドカップ期間中の調査開始は難し

いため、その直後の８、９月頃を調査開始時期の目標として、上記の短期専門家の事前派遣の必

要性も勘案し、スケジュールを調整する必要がある。 
また、日本政府、特に産業・エネルギー分野を所管している経済産業省の政策の観点から、本

調査は、1）資源外交を側面からサポートするとともに、わが国のエネルギー関連企業の南アフリ

カ市場参入の足掛かりとなる、2）COP17 の議長国である南アのエネルギー政策に深く関与する

ことは、気候変動対策について国際場裏のリード役を担うことになり、今後のわが国の民間企業

の環境ビジネスの推進の一助となる、また、3）アフリカ諸国のモデルである南アフリカの政策プ

ロセスに関与することは、その影響力から他のアフリカ諸国に対するわが国のプレゼンスを高め
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ることとなる、といったようにそのメリットは大きい。 
上記のように、日本政府の政策をサポートする形で JICA のルーティン・プロセスを組み合せ

ることで得られる相乗効果は計り知れないことから、本案件については経済産業省と緊密に連携

し、一体となって進めていくことが望まれる。 
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